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征韓論政変の政治過程（高橋）

　
【
要
約
】
　
本
稿
は
、
最
近
研
究
が
活
発
化
し
て
い
る
征
韓
論
政
変
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
と
歴
史
的
意
義
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
留
守
政
府
期
に
お
い
て
、
急
速
な
近
代
化
を
目
饗
し
野
放
図
に
開
化
政
策
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
諸
県
と
、
そ
れ
を
一
定
の
枠
内
に
抑
え
よ
う
と
す
る

　
大
蔵
省
（
こ
れ
は
木
戸
派
が
支
配
し
て
い
た
）
と
の
間
で
、
激
し
い
対
立
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
明
治
五
年
後
半
に
な
る
と
、
木
戸
派
を
除
く
政
府
の
大
勢

　
は
対
外
強
硬
論
に
傾
き
、
台
湾
へ
の
繊
兵
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
木
戸
派
大
蔵
省
と
厳
し
く
対
立
し
た
。
大
蔵
省
は
征

　
台
の
阻
止
に
は
成
功
し
た
。
し
か
し
明
治
六
年
五
月
の
政
府
改
革
で
江
藤
新
平
ら
に
よ
り
木
戸
派
の
大
蔵
省
支
配
が
打
倒
さ
れ
る
と
、
対
外
強
硬
論
へ
の

　
政
府
内
の
歯
止
め
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
中
で
朝
鮮
よ
り
広
津
報
告
が
到
着
す
る
と
、
留
守
政
府
の
対
外
強
硬
志
向
は
朝
鮮
に
向
け
て
噴
出
し
、

　
八
月
一
七
日
、
戦
争
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
極
め
て
高
い
、
西
郷
隆
盛
の
朝
鮮
へ
の
使
節
派
遣
が
「
内
決
」
さ
れ
た
。

　
　
一
方
外
遊
よ
り
帰
国
し
て
き
た
岩
倉
使
節
団
の
メ
ソ
パ
ー
、
岩
倉
具
視
・
大
久
保
利
通
・
木
戸
孝
允
ら
は
、
江
藤
ら
留
守
政
府
に
反
発
し
、
政
府
改
造

　
を
期
し
た
。
ま
た
岩
倉
ら
使
節
語
派
は
、
内
治
優
先
の
立
場
よ
り
戦
争
は
避
け
る
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
西
郷
の
派
遣
に
反
対
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

　
権
力
闘
争
．
朝
鮮
政
策
の
両
次
元
で
使
節
団
派
と
留
守
政
府
は
対
立
し
た
。
し
か
し
一
〇
月
一
一
日
西
郷
が
自
ら
の
派
遣
の
正
式
決
定
に
つ
い
て
強
硬
な

　
意
向
を
表
諒
す
る
と
、
逆
に
、
朝
鮮
問
題
で
の
政
府
の
分
裂
を
避
け
よ
う
と
す
る
妥
協
的
な
動
き
が
、
両
者
の
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一

　
四
、
一
五
日
閣
議
で
西
郷
の
固
執
に
よ
り
妥
協
は
成
立
せ
ず
、
両
者
は
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
決
定
的
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
結
局
、
三
条

　
実
美
の
決
断
で
西
郷
遣
使
が
決
定
し
た
。

　
　
敗
北
し
た
使
節
団
派
は
、
閣
議
直
後
よ
り
逆
転
に
向
け
て
動
き
三
条
に
圧
力
を
か
け
た
。
こ
の
た
め
一
八
日
、
三
条
は
発
病
し
た
。
　
一
九
日
、
留
守
政

…　府
派
を
中
心
と
す
る
閣
議
は
、
岩
倉
の
太
政
大
臣
代
理
就
任
と
朝
鮮
問
題
再
評
議
の
た
め
の
閣
議
開
催
を
決
定
す
る
。
し
か
し
天
皇
側
近
に
対
す
る
工
作

一　

ﾉ
よ
り
秘
密
の
う
ち
に
天
皇
の
支
持
を
と
り
つ
け
て
い
た
、
岩
倉
ら
は
、
再
評
議
を
行
わ
ず
こ
の
ま
ま
先
の
閣
議
決
定
に
反
対
す
る
上
奏
を
行
う
、
」
と
を

　
決
め
た
。
こ
れ
に
対
し
留
守
政
府
派
は
二
二
日
岩
倉
を
訪
れ
詰
諾
す
る
が
、
彼
の
意
見
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
二
二
日
岩
倉
は
上
奏
を
行
い
、

　
翌
日
裁
可
、
使
節
団
派
は
勝
利
を
し
め
た
の
で
あ
る
。
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へ

　　　
明
治
五
年
後
半
以
降
の
留
守
政
府
内
の
対
外
強
硬
論
の
高
ま
り
は
、
開
化
政
策
の
強
行
に
よ
り
生
じ
た
社
会
各
層
の
不
満
を
そ
ら
そ
う
と
す
る
意
図
を

　
も
つ
も
の
で
あ
り
、
明
治
四
年
以
降
の
開
化
へ
の
競
合
の
帰
結
と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
明
治
六
年
の
一
算
の
政
変
の
結
果
、
政
府
の
中
枢
は
大
久
保
派
が
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
明
治
二
年
以
降
続
い
て
い
た
行
政
に
お
け
る
木

　
戸
派
の
優
位
の
終
焉
、
木
戸
派
か
ら
大
久
保
派
へ
の
主
灘
権
の
移
行
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
六
巻
五
暑
　
一
九
九
三
年
九
月

…㏄
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は
　
じ
　
め
　
に

　
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
〇
月
の
征
韓
論
政
変
の
実
態
と
そ
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
本
稿
は
目
的
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
政
変
に
つ
い
て
は
、
征
韓
を
主
張
す
る
西
郷
隆
盛
ら
留
守
政
府
派
と
内
治
優
先
の
立
場
よ
り
こ
れ
に
反
対
す
る
大
久
保
利
通
ら
使
節
団

派
が
対
立
し
、
後
者
が
勝
利
を
し
め
た
と
す
る
の
が
通
説
的
事
実
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
変
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
対
抗
す
る
両
者
に

は
、
政
治
路
線
上
の
大
き
な
差
異
が
存
在
し
（
前
者
の
士
族
反
動
路
線
、
後
者
の
開
化
路
線
）
、
そ
れ
が
対
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
か
っ

て
は
有
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
原
口
清
幽
は
『
日
本
近
代
国
家
の
形
成
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
）
で
、
留
守
政
府
の
遂
行
し
た
政
策
は
反
動

的
な
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
極
め
て
急
進
的
な
も
の
で
あ
り
、
対
立
し
た
両
者
は
と
も
に
開
化
路
線
を
と
る
勢
力
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
た
。

氏
の
主
張
は
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
問
題
は
、
同
じ
開
化
路
線
の
線
上
に
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
明
治
政
府
は
こ
の
と
き
朝
鮮
問
題
を

な
ぐ
っ
て
決
定
的
に
対
立
・
分
裂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
に

め
る
と
毛
利
敏
彦
属
の
一
連
の
著
作
（
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
・
『
明
治
六
年
政
変
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
半
が
登
場

し
た
。
氏
の
説
は
、
西
郷
は
こ
の
と
き
征
韓
を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
政
変
の
真
相
は
、
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
で
は
な
く
、
権
力
闘
争
（
江

藤
新
平
の
勢
力
拡
大
に
反
発
す
る
長
州
派
や
大
久
保
の
策
謀
）
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
琉
の
著
作
は
、
従
来
の
研
究
の
前
提
と
な
っ
て

い
た
事
実
認
識
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
以
後
政
変
に
つ
い
て
の
研
究
は
活
性
化
し
最
近
の
近
代
史
研
究
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
つ
の
焦
点
と
な
る
に
い
た
っ
て
い
る
。



征韓論政変の政治過程（高橋）

　
こ
の
政
変
に
つ
い
て
本
稿
は
以
下
の
視
角
よ
り
検
討
を
行
う
。

　
第
一
に
、
政
変
の
基
本
過
程
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
毛
利
氏
の
著
作
に
つ
い
て
、
朝
鮮
問
題
は
政
変
の
実
質
的
争
点
で
は
な
か
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
そ
の
核
の
部
分
は
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
従
来
の
固
定
観
念
や
予
断
を
排
し
、
政
変
の
過
程
の
具
体
的
分
析
の
必
要
を
強

調
し
、
通
説
的
事
実
認
識
の
再
検
討
を
う
な
が
し
た
点
に
お
い
て
、
私
は
氏
の
研
究
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
揺
の
著
作
に
よ
り
、

明
治
六
年
九
月
以
降
の
政
治
過
程
で
朝
鮮
問
題
が
最
重
要
な
懸
案
で
一
貫
し
て
あ
り
続
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
・
自
明
な
も
の
の
よ
う

に
従
来
使
わ
れ
て
い
る
「
征
韓
派
」
や
「
内
治
派
」
と
い
う
用
語
自
体
、
十
分
な
検
証
抜
き
に
は
使
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
西
郷
と
他
の

「
征
韓
派
」
の
参
議
と
は
ほ
と
ん
ど
連
係
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
「
内
治
派
」
の
木
戸
孝
允
と
大
久
保
の
関
係
も
決
し
て
良
好
で
は
な
い
）
・
使
節
無
派
は
当

初
、
西
郷
を
政
治
的
打
倒
の
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
、
通
説
的
事
実
認
識
を
揺
る
が
す
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
明
治
六
年
の
後
半
に
お
い
て
政
府
内
で
ど
の
よ
う
に
対
抗
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
・
そ
の
対
抗
関
係
の
形
成
と
朝
鮮
問
題
は
ど
の

よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
・
決
裂
過
程
で
の
真
の
争
点
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
、
こ
れ
ら
ま
さ
に
政
変
の
基
本
過
程
は
も
は
や
既
知

の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
政
変
の
基
本
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
基
礎
的
事
実
の
確
定
が
何
よ
り
も
必
要
と
な
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の

「
事
実
」
は
、
『
岩
倉
公
実
記
』
（
多
田
好
上
編
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
戦
前
の
伝
記
に
主
に
よ
っ
て
い
た
。
し
か
し
毛
利
氏
の
著
作
は
、

こ
れ
ら
の
伝
え
る
「
事
実
」
へ
の
再
検
討
の
必
要
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
た
と
え
ば
周
知
の
一
〇
月
二
三
碍
の
岩
倉
の
上
奏
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
、
実
際
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
と
で
差
し
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
「
事
実
」
は
十
分
に

信
の
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
た
し
か
に
徹
底
し
た
再
検
討
・
史
料
批
判
が
必
要
と
な
る
状
況
で
あ
る
。
本
稿
は
従
来
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

未
公
刊
史
料
を
ふ
く
め
、
史
料
の
再
検
討
を
行
い
、
基
礎
的
事
実
の
確
定
、
政
変
の
基
本
過
程
の
再
構
成
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
政
変
を
維
新
以
後
の
明
治
国
家
の
流
れ
全
体
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
留
守
政
府
の
施
策
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
も
は
や

征
韓
派
1
1
士
族
反
動
説
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
政
治
過
程
全
体
の
把
握
、
特
に
留
守
政
府
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期
の
把
握
、
な
く
し
て
は
政
変
研
究
を
な
し
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
政
変
で
の
諸
人
物
の
対
抗
関
係
は
こ
れ
以
前
よ
り
一
貫
し
て
あ

っ
た
も
の
で
は
な
く
（
明
治
三
年
の
民
蔵
分
離
問
題
に
お
い
て
は
、
木
戸
孝
允
と
大
久
保
が
鋭
く
対
立
し
て
い
る
）
、
か
か
る
対
抗
関
係
は
い
か
に
し
て
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
ふ
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
歴
史
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

、
私
は
す
で
に
溺
稿
（
「
廃
藩
置
県
に
お
け
る
権
力
と
社
会
」
〔
山
本
四
郎
編
『
近
代
日
本
の
政
党
と
官
僚
』
、
東
京
創
元
社
、
一
九
九
一
年
目
所
収
〕
・
「
廃
藩

政
府
論
」
〔
『
日
本
史
研
究
』
三
五
六
号
、
一
九
九
二
年
〕
）
に
お
い
て
、
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
の
版
籍
奉
還
よ
り
四
（
一
八
七
｝
）
年
の
岩
倉
使
節
団

出
発
ま
で
の
政
治
過
程
を
検
討
し
、
そ
の
基
本
線
を
講
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
幕
末
以
降
、
開
化
を
目
指
す
勢
力
が
逐
次
形
成
さ
れ
て
い
く
こ

と
で
開
化
へ
の
潮
流
が
次
第
に
高
ま
り
、
そ
の
中
で
そ
の
政
策
推
進
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
競
合
（
開
化
へ
の
競
合
）
が
発
生
す
る
、
そ
し
て
か
か

る
競
合
の
展
開
過
程
が
、
廃
藩
置
県
よ
り
使
節
団
出
発
ま
で
の
政
治
過
程
の
基
本
線
を
な
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
は
こ
れ
を
ふ
ま
え

留
守
政
府
期
よ
り
征
韓
論
政
変
に
い
た
る
政
治
過
程
の
構
成
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
！
章
は
、
留
守
政
府
の
政
治
過
程
を
廃
藩
置
県
以
後
の
流
れ
の
中
で
検
討
す
る
。
1
・
皿
章
は
、
明

治
六
年
夏
に
、
西
郷
遣
使
問
題
が
登
場
し
て
か
ら
一
〇
月
二
四
日
の
政
府
の
分
裂
ま
で
の
政
治
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
「
お
わ
り
に
」

で
明
治
国
家
の
展
開
の
中
で
こ
の
政
変
の
持
っ
た
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
の
内
、
臼
本
史
籍
協
会
叢
書
く
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
）
、
『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
・
『
大
久
保
利
通
文
書
』
・
『
大
隈

重
信
関
係
文
書
』
・
『
木
戸
孝
允
文
書
』
・
『
大
久
保
利
通
日
記
』
・
『
木
戸
孝
允
臼
歯
』
は
、
『
岩
倉
文
書
』
・
『
大
久
保
文
書
』
・
『
大
隈
文
書
』
・

『
木
戸
文
書
』
・
『
大
久
保
日
記
』
・
『
木
戸
日
記
』
と
略
記
す
る
。

　
史
料
の
引
用
に
あ
た
り
、
傍
点
・
傍
線
・
波
線
・
（
）
・
〔
　
〕
・
句
読
点
は
断
ら
ぬ
か
ぎ
り
す
べ
て
高
橋
に
よ
る
。
ま
た
表
記
は
旧
字
体
を

新
字
体
に
改
め
た
。
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①
毛
利
説
以
後
の
征
韓
論
政
変
に
関
す
る
研
究
は
、
拙
稿
「
征
総
論
政
変
と
朝
鮮

　
政
策
」
（
『
史
林
噺
七
五
巻
二
号
、
一
九
九
二
年
）
の
「
は
じ
め
に
」
で
紹
介
し
た

が
、
そ
の
後
さ
ら
に
毛
利
「
閨
治
六
年
政
変
と
征
講
論
問
題
」
（
明
治
維
薪
史
学

会
編
『
明
治
維
新
の
政
治
と
権
力
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
．
田
村
貞
雄



　
「
酉
郷
は
『
征
韓
』
を
企
て
な
か
っ
た
の
か
」
（
同
書
）
・
「
『
征
韓
論
』
政
変
を
め

　
ぐ
っ
て
」
（
『
臼
本
史
研
究
』
三
五
四
号
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
が
発
表
さ
れ
て
い

　
る
。

②
前
掲
拙
稿
「
征
丁
目
政
変
と
朝
鮮
政
策
」
参
照
。

③
同
氏
皿
章
註
⑮
。

④
　
な
お
政
変
に
お
け
る
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
諸
勢
力
の
主
張
も
、
そ
の
意
味
を

把
握
す
る
た
め
に
は
、
維
新
よ
り
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
朝
鮮
政
策
の
理
解
（
強
硬

路
線
と
「
穏
健
」
路
線
の
対
抗
の
存
在
の
理
解
）
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
刷
稿
「
維
紙
政
府
の
朝
鮮
政
策
と
木
戸
孝
允
」
・
「
廃
藩
置
県
後
の
朝
鮮

政
策
」
（
『
人
文
論
集
』
〔
神
芦
商
科
大
〕
、
二
六
巻
一
・
二
合
併
号
／
三
・
四
合
併

号
、
一
九
九
〇
／
一
九
九
一
年
）
を
ふ
ま
え
設
①
拙
稿
で
検
討
し
た
の
で
、
本
稿

は
こ
れ
を
龍
提
に
す
る
。

1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

留
守
政
府
の
政
治
過
程

征韓論政変の政治過程（高橋）

　
一
　
留
守
政
府
の
内
訂

　
明
治
四
（
　
八
七
一
）
年
に
入
る
と
集
権
化
・
士
族
解
体
と
い
っ
た
開
化
政
策
の
推
進
を
め
ざ
す
動
き
、
開
化
の
潮
流
が
政
府
の
内
外
で
高
ま
・

っ
て
き
た
。
そ
の
担
い
手
は
政
府
内
で
は
、
大
蔵
省
を
主
要
な
拠
点
に
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
の
版
籍
奉
還
以
降
行
政
の
中
里
を
握
っ
て
き
た

木
戸
派
（
木
戸
．
大
隈
重
信
．
井
上
馨
．
伊
藤
博
文
ら
）
、
そ
れ
に
大
納
言
岩
倉
具
視
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
細
筆
、
特
に
江
藤
新
平
で
あ
る
。
政

府
外
で
は
、
土
佐
の
板
垣
退
助
や
肥
後
の
実
学
党
な
ど
非
薩
長
諸
藩
の
改
箪
派
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
開
化
政
策
推
進
の
主
導
権
争
い
、
開
化
へ

の
競
合
、
が
激
化
し
て
い
く
中
、
木
戸
派
は
即
時
全
面
廃
藩
の
断
行
と
い
う
も
っ
と
も
急
進
的
な
方
針
を
提
起
す
る
こ
と
で
主
導
権
を
掌
握
し
、

七
月
一
四
日
廃
藩
ク
ー
デ
タ
ー
を
断
行
し
た
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
後
成
立
し
た
新
政
府
の
構
造
は
、
三
院
－
七
省
制
で
あ
っ
た
。
七
下
中
、
大
蔵
省
は
民
部
省
を
す
ぐ
後
に
合
併
し
、
財
政
の
み

な
ら
ず
、
民
政
を
も
握
り
、
全
行
政
の
過
半
を
つ
か
さ
ど
る
大
官
庁
と
な
っ
た
。
大
蔵
省
の
卿
は
大
久
保
で
あ
っ
た
が
、
実
権
は
大
輔
の
井
上

が
握
っ
て
い
た
。
大
蔵
省
を
握
る
木
戸
派
は
正
院
に
お
い
て
も
五
塵
（
太
政
大
臣
三
条
実
美
．
参
議
、
西
郷
隆
盛
．
木
戸
．
板
垣
ピ
大
隈
）
中
二
名
を

し
め
て
お
り
（
さ
ら
に
三
条
は
木
戸
に
近
い
）
、
新
政
府
に
お
い
て
優
位
を
占
め
て
い
た
。
廃
藩
ク
ー
デ
タ
ー
前
、
木
戸
派
は
政
府
内
外
か
ら
激

レ
い
批
判
を
あ
び
苦
境
に
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
新
政
府
で
優
位
を
占
め
え
た
の
は
、
廃
藩
ク
ー
デ
タ
ー
前
の
開
化
へ
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の
競
合
を
、
即
時
全
面
廃
藩
論
を
提
起
す
る
こ
と
で
勝
ち
ぬ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
木
戸
派
の
優
位
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
廃
藩
前
よ
り
の
開
化
へ
の
競
合
は
な
お
継
続
し
て
お
り
、
木
戸
派
大
蔵
省

以
外
の
諸
機
構
も
新
政
府
の
も
と
で
、
開
化
政
策
推
進
の
強
い
意
欲
を
持
っ
て
お
り
、
木
戸
派
大
蔵
省
と
の
間
に
対
抗
関
係
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
一
〇
月
初
め
、
岩
倉
・
木
戸
・
大
久
保
・
伊
藤
ら
が
参
加
す
る
遣
欧
米
使
節
団
の
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
。
従
来
の
政
府
の
中
枢
が
国
外
に
出

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
井
上
は
、
留
守
を
預
か
る
政
府
の
行
動
を
規
定
す
る
約
定
書
を
、
使
節
団
と
残
留
組
が
取
り
結

ぶ
こ
と
を
主
張
、
一
一
月
七
日
こ
れ
は
調
印
さ
れ
た
。

　
こ
の
約
定
書
の
中
心
は
第
六
、
七
難
に
あ
っ
た
。
第
七
款
が
、
留
守
政
府
の
任
務
と
し
て
廃
藩
置
県
の
後
始
末
を
あ
げ
る
一
方
、
第
六
款
は

新
規
改
革
を
禁
じ
て
い
た
。
両
款
は
一
見
矛
盾
す
る
が
井
上
の
意
図
に
お
い
て
は
一
対
の
関
係
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
七
款
の
廃
藩
置
県
の

後
始
末
と
は
、
当
然
な
す
べ
き
県
行
政
機
構
の
整
備
に
加
え
て
、
士
族
の
解
体
（
秩
禄
処
分
．
徴
兵
令
）
と
新
税
制
の
樹
立
（
地
租
改
正
）
の
推
進

を
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
第
六
款
は
こ
れ
以
外
の
新
規
改
革
の
禁
止
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
野
放
図
な
開
化
政
策
の
推
進
は
、

費
用
負
担
増
大
か
ら
財
政
危
機
を
も
た
ら
す
の
で
、
井
上
1
1
大
蔵
省
は
な
す
べ
き
改
革
の
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な

す
べ
き
改
革
の
主
務
省
は
大
蔵
省
と
兵
部
省
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
は
と
も
に
木
戸
派
が
主
導
権
を
握
る
省
で
あ
り
、
改
革
は
木
戸
派

の
主
導
の
も
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
木
戸
派
が
、
開
化
政
策
の
主
導
権
を
自
ら
の
手
に
確
保
し
て
開
化
へ
の
競
合
を
凍
結
し
よ

う
と
し
た
も
の
が
、
約
定
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
使
節
団
出
発
前
、
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
も
決
定
が
く
だ
さ
れ
た
。
維
新
後
、
日
朝
間
の
国
交
問
題
が
発
生
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
明
治
二

年
以
降
、
政
府
内
で
二
つ
の
路
線
が
対
抗
し
て
い
た
。
一
つ
は
た
だ
ち
に
「
皇
使
」
（
国
書
を
携
え
た
正
式
使
節
）
を
派
遣
し
、
そ
れ
で
も
朝
鮮
側

が
国
交
樹
立
に
応
じ
な
け
れ
ば
開
戦
す
る
と
い
う
強
硬
路
線
、
他
は
こ
れ
を
と
ら
ず
別
の
方
法
で
何
と
か
交
渉
の
進
展
を
図
ろ
う
と
す
る
「
穏

健
」
路
線
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
一
貫
し
て
抑
え
ら
れ
て
き
た
が
、
岩
倉
使
節
団
派
遣
の
直
前
、
板
垣
よ
り
あ
ら
た
め
て
こ
れ
が
主
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征韓論政変の政治過程（高橋）

張
さ
れ
た
。
し
か
し
結
局
二
月
九
B
の
会
議
で
、
岩
倉
使
節
団
帰
国
ま
で
朝
鮮
問
題
に
は
着
手
し
な
い
ど
い
う
、
現
状
凍
結
方
針
が
決
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
一
月
一
一
日
、
使
節
団
は
出
発
し
留
守
政
府
の
時
代
と
な
っ
た
。
し
か
し
木
戸
派
の
試
み
た
開
化
へ
の
田
舎
の
凍
結
は
失
敗
し
た
。
諸
機

構
が
各
々
開
化
政
策
の
推
進
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
文
部
省
は
学
制
の
制
定
と
実
施
・
工
部
省
は
殖
産
政
策
・
司
法
省
は
裁
判
所
の
設
置
・

左
院
は
立
憲
政
体
樹
立
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
機
構
の
要
求
の
噴
出
に
対
し
、
井
上
騰
大
蔵
省
は
健
全
財
政
の
立
場
よ
り
そ
の
抑
圧
に

つ
と
め
た
。
し
か
し
か
か
る
抑
圧
は
大
蔵
省
へ
の
他
機
構
の
反
発
を
ま
ね
い
た
。
そ
し
て
諸
機
構
の
内
、
江
藤
司
法
卿
が
支
配
す
る
司
法
省
は

粍
に
激
し
く
大
蔵
省
に
対
抗
し
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
木
芦
派
大
蔵
省
と
反
大
蔵
省
の
諸
機
構
の
対
抗
は
、
留
守
政
府
の
基
本
的
政
治
構
造
と

な
っ
た
。
大
蔵
省
は
一
つ
の
省
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
絶
大
な
権
限
に
よ
り
他
機
構
に
対
抗
し
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
彼
ら

の
要
求
を
完
全
に
抑
え
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
見
れ
ば
他
機
構
は
、
強
い
財
政
的
締
め
つ
け
の
中
で
不
十
分
な
形
で
し
か
意
図
す

る
政
策
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
関
係
は
双
方
の
不
満
を
高
め
、
留
守
政
府
の
内
訂
は
激
し
く
な
っ
て
行
ぐ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
政
府
の
内
証
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
と
し
て
留
守
政
府
は
、
次
々
と
急
進
的
改
革
を
進
め
て
い
っ
た
。
も
と
も
と
約
定
書
の
認
め
て

い
た
政
策
の
み
で
さ
え
、
維
新
誓
わ
ず
か
に
四
年
と
い
う
時
期
を
考
え
れ
ば
、
十
分
に
急
進
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
さ
ら
に
学
制
な
ど
の

改
革
が
加
わ
っ
た
。
政
府
の
進
め
よ
う
と
す
る
開
化
政
策
は
、
基
本
的
に
は
日
本
社
会
の
流
れ
に
そ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
あ
ま
り
に
早

い
改
革
の
進
行
は
、
そ
れ
に
よ
り
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
く
士
族
の
み
な
ら
ず
社
会
各
層
の
反
発
を
ま
ね
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
留
守
政
府
期
、
政
府
内
の
対
立
が
激
化
す
る
一
方
、
社
会
的
緊
張
も
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
明
治
五
（
噌

八
七
二
）
年
後
半
、
征
台
問
題
が
、
政
府
の
重
要
問
題
と
し
て
登
場
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

二
　
征
　
台
　
問
　
題

明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
一

一
月
琉
球
船
が
台
湾
に
漂
着
、
そ
こ
で
原
住
部
族
の
襲
撃
を
受
け
多
数
の
死
者
を
出
し
た
。
翌
年
こ
の
事
件
が
判

47　（679）



明
す
る
と
、
日
本
政
府
内
で
は
台
湾
に
出
兵
す
べ
し
と
い
う
強
硬
論
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
人
心
は
外
務
卿
副
島
種
臣
で
あ
っ
た
。
副
島
の
主
張

は
、
台
湾
は
ア
ジ
ア
の
要
地
で
あ
り
、
こ
の
機
会
に
列
国
に
先
立
っ
て
日
本
が
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
対
外
的
国
権
拡
張
論
に
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
一
方
征
台
論
に
断
固
反
対
し
た
の
は
井
上
賎
大
蔵
省
で
あ
っ
た
。
彼
の
反
対
の
理
由
は
、
一
、
外
征
は
国
の
余
力
を
も
っ
て
行

う
べ
き
も
の
で
あ
り
百
事
創
建
の
現
在
の
日
本
が
行
う
は
不
可
、
二
、
維
新
後
の
改
革
は
ま
だ
成
果
が
あ
ら
わ
れ
ず
民
衆
が
怨
墜
し
て
い
る
の

に
兵
事
を
お
こ
す
の
は
不
可
、
三
、
財
政
危
機
・
免
換
野
路
確
立
・
不
景
気
の
現
在
、
多
額
の
費
用
を
要
す
る
外
征
は
不
可
、
四
、
今
こ
こ
で

外
征
を
決
定
す
る
の
は
大
事
は
留
守
政
府
の
み
で
は
決
め
な
い
と
し
た
約
定
書
違
反
、
五
、
現
在
軍
制
改
革
の
途
上
で
あ
り
軍
備
不
十
分
、
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
っ
た
。
要
す
る
に
井
上
の
主
張
は
「
国
威
ヲ
揚
ン
ト
セ
バ
先
内
務
ヲ
調
、
内
冨
強
ノ
基
礎
総
立
、
然
後
他
二
及
ブ
ヲ
順
序
ト
ス
」
と
い
う
内

治
優
先
論
に
立
つ
外
征
反
対
論
で
あ
り
、
翌
年
の
言
託
閥
題
の
内
治
派
の
主
張
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
両
論
の
対
立
で
、
反
対
論
は
、
大
蔵
省
と
軍
内
長
州
派
、
す
な
わ
ち
木
芦
派
の
み
の
少
数
派
で
あ
り
、
政
府
の
大
勢
は
強
硬
論
に
あ
っ

た
。
強
硬
論
が
大
勢
を
し
め
た
要
因
の
第
一
は
士
族
の
不
満
の
高
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
不
満
の
圧
力
が
、
対
外
問
題
に
よ
り
こ
れ
を
そ
ら
そ
う

と
い
う
考
え
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
第
二
は
軍
の
動
向
で
あ
る
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
六
月
以
降
、
陸
軍
、
特
に
近
衛
兵
が
動
揺
し
て
お
り

政
府
は
こ
の
統
制
に
苦
慮
し
て
い
た
。
そ
し
て
軍
内
の
薩
派
は
征
台
に
積
極
的
で
あ
り
、
政
府
へ
の
大
き
な
圧
力
と
な
っ
て
い
た
。
征
高
論
を

西
郷
も
支
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
彼
の
股
肱
た
る
軍
内
薩
派
の
意
向
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
明
治
五
年
一
〇
月
に
征
討
問
題
の
評
議
が
政
府
内
で
開
始
さ
れ
た
。
こ
こ
で
井
上
は
征
台
を
行
う
な
ら
辞
任
す
る

と
あ
く
ま
で
大
勢
に
抗
し
た
。
そ
し
て
結
局
、
遭
難
問
題
に
つ
い
て
の
交
渉
の
た
め
に
副
島
を
清
に
派
遣
し
、
こ
れ
で
清
よ
り
満
足
の
行
く
対

語
が
得
ら
れ
な
い
な
ら
、
台
湾
に
出
兵
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
対
清
交
渉
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
平
和
解
決
を
第

一
義
と
す
る
方
針
を
と
る
こ
と
も
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
か
か
る
方
針
の
も
と
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
三
月
二
二
日
副
島
は
清
に
出
発
し

た
。
井
上
ロ
大
蔵
省
は
強
硬
論
の
押
え
こ
み
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
明
治
五
年
一
〇
月
以
降
の
留
守
政
府
の
ア
ジ
ア
外
交
の
講
造
は
・
対
外
強
硬
論
の
多
数
派
に
ハ
大
蔵
省
を
核
と
す
る
木
戸
派
が
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対
抗
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
構
造
は
、
内
政
に
お
け
る
開
化
政
策
の
推
進
に
つ
い
て
の
対
抗
の
構
造
（
杢
戸
派
大
蔵
省
残
響

大
蔵
省
の
諸
機
構
）
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
対
ア
ジ
ア
外
交
に
お
い
て
は
井
上
1
1
大
蔵
省
が
強
力
な
歯
止
め
と
な
っ
て
強
硬
論

を
阻
止
し
て
い
た
。
し
か
し
か
か
る
構
造
は
、
明
治
六
年
五
月
、
井
上
の
失
脚
、
木
戸
派
大
蔵
省
の
崩
壊
で
く
ず
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

征韓論政変の敷治過程（高橋）

　
三
　
明
治
六
年
五
月
の
政
変
（
太
政
官
潤
飾
）

　
朔
治
六
年
に
な
る
と
予
算
を
め
ぐ
り
政
府
内
で
木
戸
派
大
蔵
省
と
他
機
構
の
蟻
差
は
ま
す
ま
す
激
化
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
井
上
は
、
政
府

機
構
の
改
革
を
行
い
、
正
院
の
権
限
を
大
幅
に
強
化
す
る
こ
と
に
、
熱
型
の
解
決
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
強
化
さ
れ
た
正
院
が
大
蔵
省
の
立
場

を
支
持
す
る
こ
と
を
井
上
は
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
井
上
の
主
張
し
た
政
府
改
革
は
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
（
太
政
官
潤
飾
）
。

し
か
し
そ
れ
は
井
上
の
期
待
を
ま
っ
た
く
裏
切
る
も
の
と
な
っ
た
。
正
院
を
人
材
的
に
強
化
す
る
た
め
に
四
月
一
九
畑
、
在
国
中
の
各
機
講
の

長
、
司
法
卿
江
藤
新
平
・
文
部
卿
大
木
喬
任
．
左
院
議
長
後
藤
象
二
郎
が
参
議
に
任
命
き
れ
た
が
、
彼
ら
は
み
な
大
蔵
省
と
対
立
す
る
人
物
で

あ
っ
た
。
一
方
大
輔
で
あ
る
井
上
は
正
院
に
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
五
月
二
日
、
各
省
の
権
限
を
大
幅
に
正
業
に
移
す
機
構
改
革
が
行
わ
れ

た
。
こ
れ
は
井
上
の
主
張
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
反
大
蔵
省
的
人
物
が
正
院
の
過
半
を
し
め
る
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
れ
の
持
つ

政
治
的
意
味
は
、
井
上
の
本
来
の
期
待
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
大
蔵
省
の
権
力
の
喪
失
を
意
味
し
え
。
こ
う
し
た
結
末
に
井
上
と
そ
の
腹
心

大
蔵
少
輔
事
務
取
扱
渋
沢
栄
一
は
五
月
初
め
辞
表
を
提
出
、
一
四
日
こ
れ
は
受
理
さ
れ
た
。
木
戸
派
の
大
蔵
省
支
配
の
崩
壊
で
あ
る
四

　
木
戸
派
大
蔵
省
の
崩
壊
は
留
守
政
府
内
の
木
戸
派
に
決
定
的
打
撃
を
与
え
た
。
井
上
・
渋
沢
辞
任
後
、
大
蔵
省
は
大
隈
が
大
蔵
省
察
黒
総
裁

と
し
て
管
掌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
大
蔵
省
の
権
限
は
大
き
く
削
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
大
隈
自
身
も
木
戸
派
離
れ
を
示
し
、

留
守
政
府
の
大
勢
に
接
近
し
て
い
た
。
従
来
木
戸
派
の
中
枢
で
あ
っ
た
井
上
と
大
隈
は
こ
こ
で
分
裂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
木
戸
派

の
も
う
一
つ
の
拠
点
で
あ
る
陸
軍
省
で
も
、
山
県
は
こ
の
と
き
再
び
苦
し
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
、
四
月
一
八
日
に
は
陸
軍
大
輔
を
辞
任
し
て

い
た
。
そ
の
後
四
月
二
九
日
に
山
県
は
陸
軍
省
御
用
係
・
陸
軍
蜘
代
理
と
な
り
復
活
す
る
が
、
こ
れ
は
大
西
郷
の
強
力
な
支
援
に
よ
る
も
の
で
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あ
払
馬
彼
自
身
の
力
は
大
き
く
低
下
し
て
い
た
つ
，
．
ま
た
陸
軍
省
盲
体
の
権
限
も
縮
少
し
て
い
た
。
、
．
、
、
、
、
　
，
、
．
　
一
、
，
ヅ
詑
、
∴
、
　
口
∵

　
木
戸
派
の
衰
退
に
よ
り
従
来
の
留
守
政
府
の
樽
造
は
転
換
し
、
反
木
戸
派
大
蔵
省
勢
力
睡
留
守
政
府
と
な
ρ
た
。
そ
し
て
；
の
こ
と
は
、
明

治
一
，
一
年
以
来
続
い
て
い
た
行
政
機
構
に
お
捗
る
木
戸
派
の
優
位
、
木
戸
派
の
主
導
権
の
も
と
で
の
開
化
政
策
の
推
進
、
の
終
焉
を
も
意
味
も
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
政
変
に
よ
り
反
大
蔵
省
派
は
勝
利
を
し
め
た
つ
し
か
も
そ
れ
億
政
権
の
安
定
を
意
味
し
な
か
っ
亮
つ
内
務
省
の
設
立
間
題
ほ
か
内
政
の
違
闘

乱
を
め
で
り
政
府
内
に
ま
た
対
立
が
発
生
し
売
の
で
あ
る
ρ
反
木
戸
派
大
蔵
省
競
い
う
立
場
を
こ
兎
る
統
剛
性
は
《
心
の
上
音
留
守
政
府
に
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
P
ζ
の
不
統
晶
．
主
導
権
の
不
在
億
一
向
に
克
服
さ
れ
ず
、
九
月
に
入
っ
て
も
「
西
郷
参
議
ハ
青
山
ノ
別
荘
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

臥
病
久
シ
ク
参
朝
無
旧
い
其
他
諸
参
議
各
自
支
離
ノ
雄
臣
ご
ア
倦
怠
萎
扉
ノ
色
フ
露
ト
す
潔
い
う
有
様
で
あ
っ
允
。
等
．

㌧
し
か
し
．
～
う
七
た
不
統
・
一
の
中
で
も
、
先
の
征
台
問
題
に
見
ら
れ
え
ぱ
う
に
対
外
強
硬
論
盈
、
共
営
す
る
志
向
と
し
て
彼
ら
迄
存
在
し
て
い

亮
っ
そ
ル
て
、
～
の
時
期
、
・
士
族
の
不
穏
な
動
き
や
六
月
の
北
条
累
港
か
各
地
の
農
民
一
揆
の
勃
発
癒
ど
国
内
の
膨
張
は
さ
ち
に
扁
ま
つ
ズ
い
光
。

軍
～
れ
ら
の
緊
張
な
微
々
冷
．
学
捌
．
減
量
な
之
開
化
政
策
の
強
行
が
源
倒
と
な
っ
て
い
み
ゆ
ゴ
韻
学
ん
ど
暴
徒
と
意
、
託
い
え
届
留
守
政
府
の
開
北

政
策
の
推
進
が
社
会
各
層
の
大
き
な
反
発
層
ま
ね
い
た
の
惑
あ
み
。
そ
し
ズ
こ
の
繁
脹
の
高
ま
り
は
、
惚
れ
を
解
消
す
る
方
策
乏
し
て
対
外
強

硬
政
策
入
の
志
向
巻
」
層
高
め
る
尤
と
に
な
る
。
そ
も
て
木
戸
派
大
蔵
省
と
い
う
歯
止
め
を
失
っ
た
今
、
機
禽
が
あ
れ
ば
そ
れ
菰
表
面
に
噴
き

だ
そ
う
走
七
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匡

　
③
　
本
章
の
内
容
は
前
掲
拙
稿
「
廃
藩
総
量
に
お
け
る
権
力
と
社
会
」
・
「
廃
藩
政
府
　
　
　
　
　
編
『
世
外
井
上
公
伝
』
一
、
原
露
房
復
刻
、
一
九
六
八
年
、
四
七
七
、
四
七
八

　
　
論
」
・
「
征
韓
論
政
変
と
朝
鮮
政
策
」
お
よ
び
「
留
守
政
府
の
政
治
過
程
」
（
『
人
文
　
　
　
　
　
頁
）
。
読
点
は
原
書
。

　
、
論
集
恥
〔
神
戸
商
科
大
学
〕
二
九
一
一
号
、
一
九
九
三
年
）
で
展
開
ル
た
の
で
こ
　
　
　
　
⑧
宮
島
誠
一
郎
「
国
憲
編
纂
起
原
」
（
吉
野
作
造
編
『
明
治
文
化
全
集
』
四
、
一

　
　
こ
で
は
要
旨
の
み
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
九
二
八
年
）
、
三
五
五
頁
。
読
点
は
原
婁
。

“
②
　
開
治
入
五
）
年
一
〇
月
一
八
日
付
木
戸
宛
井
上
書
簡
（
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
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征韓論政変の政治過程（高橋）

X

征
韓
論
政
変
O
政
治
過
経
，
（
L
ゾ

　
二
八
月
一
七
日
の
閣
議
決
定
と
大
久
保
・
木
戸
の
帰
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

・
．
対
外
強
硬
志
向
の
噴
出
の
機
会
と
な
っ
た
の
は
朝
鮮
か
ら
の
報
告
で
あ
っ
た
。
釜
山
の
大
日
本
公
館
（
旧
倭
舘
）
駐
在
の
広
津
弘
信
は
明
治
六

（一

?
七
三
）
年
五
月
三
』
、
日
付
で
報
告
を
送
り
、
日
本
人
の
密
貿
易
へ
め
朝
鮮
側
の
取
締
り
が
強
化
さ
れ
（
そ
れ
を
禁
じ
る
掲
示
の
中
に
日
本

に
対
す
る
無
礼
な
句
が
あ
っ
た
と
報
じ
た
（
『
日
本
外
交
文
書
』
六
、
・
二
七
九
2
二
入
一
頁
）
。
報
告
の
内
容
自
体
は
大
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

留
守
政
府
は
過
敏
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
反
応
を
示
し
、
六
月
目
し
く
は
七
月
、
居
留
民
保
護
の
名
昌
で
朝
鮮
へ
の
即
時
派
兵
、
そ
の
上
で
の

も
使
節
」
派
遣
を
主
張
す
る
、
対
朝
鮮
策
案
（
「
朝
鮮
議
案
」
）
を
閣
議
に
か
け
た
。
冠
他
国
へ
に
わ
か
に
派
兵
す
る
こ
と
は
開
戦
に
つ
な
が
る
可
能

性
が
き
わ
め
て
高
い
。
留
守
政
府
の
対
外
強
硬
志
向
は
、
，
r
朝
鮮
に
そ
の
は
け
口
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
力

　
こ
の
嘱
潮
癬
議
壌
」
に
対
し
へ
西
郷
は
反
対
し
、
自
ら
非
武
装
で
朝
鮮
に
赴
き
交
渉
に
あ
た
る
こ
と
を
提
起
し
た
。
西
郷
の
提
案
は
、
即
時

派
兵
か
ち
開
戦
、
と
な
る
ζ
と
を
防
ご
う
と
し
た
も
め
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
筆
頭
参
議
の
酉
郷
が
行
く
以
上
、
そ
れ
は
国
書
を
携
え
た
使
節
羅

「
皇
使
」
で
あ
り
、
交
渉
不
成
功
の
場
合
は
、
日
本
政
府
の
面
子
上
、
開
戦
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
と
き
交
渉
成
功
の
見

通
し
な
嘗
わ
め
て
低
く
、
西
郷
自
身
も
失
敗
を
予
想
し
て
お
り
（
周
知
の
使
節
暴
言
論
）
、
西
郷
の
提
案
は
開
戦
を
期
し
た
主
張
だ
っ
た
。
西
郷
は

あ
ま
り
に
強
引
で
名
分
を
欠
ぐ
．
「
朝
鮮
議
案
」
の
開
戦
策
に
反
対
し
、
自
ら
の
遣
使
↓
交
渉
失
敗
↓
開
戦
と
い
う
手
順
を
ふ
ん
で
開
戦
に
持
ち

込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
提
起
は
、
深
ま
り
つ
つ
あ
る
国
内
の
緊
張
を
外
に
転
じ
る
こ
と
（
「
内
乱
を
翼
ふ
心
を
外
に
移
し
て

煽
遊
興
す
の
遠
路
し
）
を
意
図
す
る
と
と
も
に
、
．
自
ら
の
死
場
所
を
求
め
よ
う
と
す
る
竜
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

転
八
月
一
七
、
臼
の
閣
議
は
西
郷
遣
使
を
「
内
決
」
す
る
と
と
も
に
岩
倉
帰
国
後
の
再
評
議
を
決
定
し
た
。
こ
の
閣
議
決
定
は
一
九
日
か
ら
二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

日
の
間
に
上
奏
さ
れ
天
皇
の
裁
可
を
え
た
。
以
後
留
守
政
府
は
朝
鮮
問
題
再
評
議
の
た
め
岩
倉
の
帰
国
を
ま
つ
の
で
あ
る
。

　
次
た
使
節
団
の
動
き
を
見
る
。

51　（683）



　
留
守
政
府
の
内
証
が
激
化
す
る
と
、
そ
れ
を
収
拾
す
る
た
め
に
木
戸
・
大
久
保
の
復
帰
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
‘
明
治
六
年
一
月
一
九

日
、
予
定
を
繰
り
上
げ
て
た
だ
ち
に
帰
国
す
る
こ
と
が
二
人
に
命
じ
ら
れ
た
。
三
月
一
九
日
彼
ら
は
ベ
ル
リ
ン
で
帰
国
命
令
を
受
け
取
り
、
三

月
二
八
日
に
大
久
保
は
た
だ
ち
に
出
発
し
た
。
し
か
し
彼
が
帰
国
し
た
五
月
二
六
日
に
は
太
政
官
潤
飾
を
め
ぐ
る
政
変
は
終
わ
っ
て
い
た
。
留

守
政
府
は
、
大
久
保
に
対
し
大
蔵
卿
の
職
務
へ
の
復
帰
や
参
議
就
任
を
求
め
た
が
、
彼
は
す
べ
て
拒
ん
だ
（
『
大
隈
文
書
』
二
、
コ
ニ
六
、
一
三
七

頁
．
『
岩
倉
文
書
』
五
、
二
九
七
頁
）
。
さ
ら
に
八
月
に
は
い
る
と
東
京
を
離
れ
各
地
を
巡
遊
し
た
。
政
府
へ
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
彼
の
心
境
は
六
月
二
八
膚
付
外
務
少
輔
上
野
景
範
宛
書
簡
（
『
上
野
景
範
関
係
文
書
』
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
〔
以
下
、
憲
政
資
料
室
〕
蔵
〉

に
う
か
が
え
る
。

　
　
、
過
刻
叢
談
相
成
候
使
節
遺
桜
之
蔓
、
速
に
相
即
ひ
候
爵
有
之
度
祈
望
仕
候
問
へ
御
都
合
講
説
候
ハ
・
明
瞬
ニ
ハ
電
信
報
知
有
之
様
御
取
鶴
瀬
下
度
奉
三
三
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ら
　
　
カ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
り
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
リ
　
　
へ
　
　
も

　
　
小
国
也
と
て
度
外
二
置
候
様
上
畳
甚
不
都
合
ニ
ハ
三
二
共
、
矯
二
惟
ル
ニ
今
日
内
輪
之
様
子
ニ
チ
ハ
一
日
片
時
も
早
ク
使
節
一
同
帰
朝
な
く
て
丁
丁
相
済

　
　
　
へ
　
　
ゆ
　
　
で
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
專
二
苦
心
仕
候
。
少
々
之
不
都
合
位
ハ
顧
ス
断
然
御
呼
返
可
然
事
自
存
候
。
傍
而
神
速
之
御
運
奉
願
候

　
傍
点
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
久
保
は
混
迷
す
る
留
守
政
府
の
現
状
（
「
今
日
内
輪
之
様
子
」
）
に
対
し
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て

こ
の
解
決
の
た
め
に
岩
倉
の
速
や
か
な
帰
国
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
久
保
は
、
岩
倉
帰
国
後
の
か
か
る
現
状
の
改
革
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

期
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
久
保
は
、
洋
行
体
験
の
中
で
殖
産
興
業
政
策
の
推
進
に
強
い
意
欲
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
と
き
政
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
改
造
し
た
上
で
こ
れ
を
行
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
当
面
、
岩
倉
帰
国
ま
で
は
「
有
為
之
志
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
此
際
二
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ミ
蜘
蛛
之
捲
キ
合
ヲ
ヤ
ッ
タ
ト
テ
百
工
モ
ナ
シ
」
と
留
守
政
府
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
避
け
、
「
愚
存
モ
有
之
泰
然
ト
シ
テ
傍
観
」
と
政
府
ボ

イ
コ
ヅ
ト
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
木
戸
は
六
月
八
茶
マ
ル
セ
イ
ユ
よ
り
帰
途
に
つ
き
七
月
二
三
日
に
帰
国
し
た
。
そ
し
て
木
戸
派
大
蔵
省
の
崩
壊
な
ど
政
府
の
現
状
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

知
り
激
し
い
怒
り
を
覚
え
（
『
木
戸
日
記
』
七
月
二
八
日
）
、
留
守
政
府
の
打
倒
（
「
『
カ
ビ
ネ
ッ
ト
』
之
変
革
」
）
を
決
意
し
た
。
こ
の
た
め
大
久
保
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

じ
く
政
府
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
不
出
仕
を
続
け
る
一
方
、
三
条
な
ど
要
人
を
訪
問
、
局
面
転
換
の
た
め
活
発
な
政
治
活
動
を
行
い
岩
倉
の
帰
国
を
ま
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つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
七
月
以
降
、
政
府
は
最
高
実
力
者
の
大
久
保
・
木
戸
が
帰
国
し
な
が
ら
も
出
仕
し
な
い
と
い
う
異
常
な
事
態
に
陥
っ
て
い
た
。

そ
し
て
岩
倉
の
帰
国
が
、
留
守
政
府
・
大
久
保
・
木
戸
の
す
べ
て
に
ま
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

征韓論政変の政治過程（高橋）

　
二
　
岩
倉
の
帰
国
一
九
月
醐
三
目
～
一
〇
月
嗣
O
闘
－

　
九
月
一
三
巳
つ
い
に
岩
倉
は
帰
国
、
政
府
の
混
迷
状
態
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
五
日
ま
で
に
三
条
と
打
開
策
を
考
案
し
た
。

打
開
策
と
は
「
公
論
衆
議
二
決
し
候
」
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
三
頁
）
体
制
の
宣
言
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
木
戸
・
大
久
保
の
政
府
へ
の
復
帰
の

実
現
で
あ
っ
た
。
ま
ず
政
府
の
分
裂
の
克
服
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
復
帰
は
そ
の
経
歴
・
勢
力
よ
り
彼
ら
を
政
府
の
中
枢
に
お
く
こ

と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
以
後
三
条
・
岩
倉
は
こ
れ
の
実
現
に
向
け
て
動
く
が
、
そ
の
手
足
と
な
り
木
戸
・
大
久
保
の
説
得
役
を
つ
と
め
た
の

が
伊
藤
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
木
戸
・
大
久
保
は
容
易
に
出
仕
に
応
じ
ず
説
得
は
難
航
し
た
。
帰
国
後
留
守
政
府
の
打
倒
に
奔
走
し
て
い
た
木
戸
で
あ
っ
た
が
、
九

月
一
六
資
に
わ
か
に
発
病
し
（
『
木
芦
日
記
』
）
、
以
後
行
動
が
困
難
と
な
り
出
仕
要
請
を
拒
ん
だ
。
そ
し
て
伊
藤
に
対
し
「
大
久
保
拝
命
之
儀
第

一
着
と
相
心
得
」
る
と
大
久
保
の
参
議
就
任
を
ま
ず
実
現
す
べ
き
と
主
張
し
た
（
『
岩
倉
文
書
』
五
、
一
三
一
七
頁
）
。

　
こ
の
説
得
の
過
程
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
木
戸
・
伊
藤
が
三
条
・
岩
倉
に
自
分
の
政
府
改
革
構
想
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
は
「
両
公
及
両
氏
の
合
力
」
体
制
の
溝
泥
、
す
な
わ
ち
三
条
・
岩
倉
と
木
戸
・
大
久
保
が
中
心
と
な
る
体
制
の
講
築
で
あ
り
、
五
月
政
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
太
政
官
潤
飾
）
で
力
を
の
ば
し
た
新
任
参
議
に
つ
い
て
は
罷
免
す
べ
し
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
岩
倉
帰
国
前
に
木
戸
が
続
け
て
い
た
反
留
守
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

府
策
謀
の
延
長
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
構
想
に
大
隈
も
同
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
井
上
を
見
捨
て
て
木
戸
の
批
判
を
あ
び
て
い
た
大
隈
だ

が
、
こ
の
時
期
愈
速
に
使
節
団
側
に
接
近
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
三
条
・
岩
倉
は
、
木
戸
・
大
久
保
の
復
帰
を
強
く
望
ん
で
い
た
が
、
薪
任
参
議
の
罷
免
ま
で
は
考
え
て
お
ら
ず
、
木
戸
・
伊
藤
の
構
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想
に
困
惑
し
た
ゆ
　
一
〇
月
四
日
の
岩
倉
宛
書
簡
（
「
明
治
六
年
刷
了
論
一
件
」
〔
以
下
、
「
征
韓
論
一
件
」
〕
、
『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
、
憲
政
資
料
室
蔵
）
で
三

条
は
以
下
の
よ
・
り
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
益
御
清
穆
奉
大
賀
候
。
然
ハ
過
臼
か
戸
参
詮
謄
迦
承
候
政
府
改
正
之
義
、
、
尚
退
葡
熟
考
仕
懸
処
、
今
日
之
際
二
当
り
候
而
者
非
常
之
英
断
も
無
之
蒲
不
柑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
カ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
リ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
地
軸
と
議
事
得
共
、
筍
も
参
議
之
重
官
田
御
登
用
相
成
候
者
を
一
朝
卒
然
免
職
相
成
候
も
不
穏
義
二
も
有
之
、
御
一
新
以
来
も
度
々
之
変
革
却
而
　
朝
威

　
　
　
二
，
関
し
候
処
も
如
何
可
有
之
哉
、
且
ハ
　
聖
上
之
明
鑑
を
奉
累
候
形
に
相
成
候
懸
者
、
内
外
之
所
見
も
亦
如
何
可
有
之
哉
と
奉
存
候
。
徳
人
撰
忘
挙
之
罪

　
　
　
ハ
臣
一
身
之
責
二
帰
着
仕
障
壁
二
塁
ハ
於
僕
も
進
退
不
知
所
長
於
情
実
も
難
忍
も
の
有
之
苦
慮
仕
候
。
r
御
諒
察
被
下
灘
候
。
右
之
旨
趣
過
臼
陳
述
候
処
、
於

　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
貴
君
噛
大
久
木
戸
二
戸
対
同
様
之
義
と
御
示
有
之
候
条
御
尤
二
奉
存
候
。
何
分
二
も
卒
発
免
官
之
所
雲
脚
取
計
難
致
次
第
二
戸
坐
業
。
是
非
大
久
保
参
議

　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
あ
　
　
へ

　
　
拝
命
事
事
吟
　
層
御
田
精
膚
之
甲
羅
。
事
由
同
氏
拝
命
之
運
二
遺
業
ハ
・
、
於
木
戸
氏
も
識
力
相
尽
可
塑
と
相
考
申
候
。
尤
拙
勤
之
上
改
革
之
議
二
渉
り
進
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退
暗
闘
適
宜
二
処
分
仕
事
義
ナ
ラ
ひ
、
公
議
之
所
在
決
蒲
不
平
之
者
も
有
之
無
事
、
於
取
計
方
者
如
何
様
共
致
様
可
有
之
存
候
。
何
分
大
久
保
痛
処
御
周

　
　
・
旋
急
務
と
存
候
。
右
愚
案
熟
考
之
処
相
認
申
陳
候
、
宜
御
考
慮
奉
望
候
。
草
々
不
馨

囁
す
な
わ
ち
三
条
は
木
芦
ら
の
新
任
参
議
罷
免
論
（
「
木
戸
参
議
見
込
」
〉
に
、
自
ら
任
じ
た
立
場
も
あ
り
「
筍
も
参
議
之
卑
官
二
御
登
用
相
亭
亭
者

を
一
朝
卒
然
免
職
相
成
候
も
不
穏
義
二
毛
有
之
」
と
当
惑
し
た
。
そ
し
て
「
何
分
二
毛
卒
翠
玉
官
舎
所
置
ハ
取
計
難
致
次
第
二
御
座
候
」
と
あ
る

よ
ケ
に
、
木
戸
ち
の
望
む
新
任
参
議
即
時
罷
免
は
無
理
で
、
当
面
の
課
題
は
政
府
の
分
裂
の
修
復
一
1
大
久
保
の
政
府
復
帰
（
「
是
非
大
久
保
参
議
拝
命

重
事
今
一
膚
御
尽
精
有
之
度
」
）
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
結
局
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
大
久
保
出
仕
が
実
現
し
た
ら
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
、

閣
議
（
つ
ま
り
大
久
保
や
新
任
参
議
逢
含
あ
允
閣
議
）
を
行
い
、
そ
こ
で
人
事
を
ふ
く
め
た
政
府
改
革
（
「
改
革
之
議
二
渉
り
進
退
溶
蝕
適
宜
二
処
分
」
）
を
決

定
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
三
条
の
考
え
は
、
木
芦
ら
の
主
張
に
合
意
す
る
も
、
そ
れ
を
新
任
参
議
を
も
ふ
く
め
た
閣
議
に
か
け
て

彼
ら
の
納
得
を
得
た
形
で
穏
便
に
行
お
う
と
す
る
も
め
（
「
公
議
之
所
在
決
而
不
平
虚
者
も
有
之
間
敷
、
於
取
計
方
者
如
何
様
共
無
様
可
有
之
」
）
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
右
の
閣
議
を
行
う
た
め
に
も
ま
ず
何
よ
り
竜
必
要
と
な
る
の
は
、
大
久
保
の
参
議
就
任
で
あ
っ
た
．
「
‘
　
　
　
　
　
　
・
．

隔
μ
一
　
方
之
の
時
期
、
朝
鮮
問
題
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
使
節
団
の
こ
れ
へ
の
考
え
を
見
る
。
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⑪

、
政
変
の
過
程
で
岩
倉
、
・
木
声
・
大
久
保
は
各
々
の
意
見
書
で
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
内
治
優
先
の
立
場
よ

り
朝
鮮
と
の
開
戦
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
め
内
治
優
先
の
原
則
は
、
権
力
闘
争
の
名
分
と
し
て
に
わ
か
に
持
ち
出
し
て
こ

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
各
国
を
め
ぐ
る
中
で
使
節
団
の
見
解
と
し
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
帰
国
直
後
の
岩
倉
は
、
閣
員
に

対
し
て
以
下
の
よ
う
に
質
問
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
岩
倉
公
伝
記
史
料
外
交
関
係
書
類
二
」
、
『
岩
倉
公
旧
蹟
保
存
会
文
書
』
マ
イ
ク
・
フ
ィ
ル
ム
、

憲
政
資
料
蜜
蔵
）
ゆ
　
、
、
ジ
曜
．
㌧
　
…
ご
r
．
．
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
む
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
へ
じ
カ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
も
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
ぬ
　
　
コ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
じ

、
r
．
　
今
般
各
国
足
無
ノ
使
命
ヲ
達
シ
帰
朝
ノ
上
意
見
及
上
奏
候
次
第
モ
有
之
、
導
ラ
国
政
ヲ
整
へ
民
力
ヲ
厚
ス
ヘ
キ
コ
ニ
奮
主
従
事
可
致
目
的
踏
付
テ
ハ
》
各

　
　
省
事
務
現
今
施
行
ノ
景
況
施
設
ノ
目
的
委
悉
諮
問
二
及
ラ
ヘ
ク
間
、
内
閣
議
官
於
テ
モ
別
紙
ノ
烈
々
見
込
被
申
聞
候
墨
継
度
忍
事
、
一
　
　
　
r
　
　
・

こ
の
点
よ
り
彼
ら
を
内
治
派
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
函
石
倉
・
大
久
保
は
廃
藩
置
県
前
よ
り
曲
貫
し
て
対
朝
強
硬
政
策
に
反
対
し
て
お
り
ざ

こ
の
と
き
の
対
応
は
そ
の
延
長
で
あ
っ
た
。
一
方
木
戸
は
、
使
節
団
派
遣
の
直
前
、
征
韓
論
を
唱
え
て
い
た
が
、
米
欧
巡
歴
の
中
で
考
え
を
か

　
　
　
　
　
⑫

在
た
の
で
あ
る
。
こ
の
内
治
派
の
外
征
反
対
論
は
A
当
然
そ
れ
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
ぎ
わ
め
て
高
い
西
，
黒
影
使
へ
の
反
対
と
な
番
。
．
そ
し
．
て

か
か
る
主
張
に
こ
の
と
き
三
条
や
大
木
も
賛
同
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
乞
≡
：
て
．
　
　
、
．
　
　
　
r
　
「
　
」
　
↑
、
：
　
　
㌧
r
　
擁
．
’

　
こ
の
内
治
派
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
西
郷
遣
使
が
「
内
決
」
「
し
だ
八
月
一
七
日
．
以
後
の
状
況
は
危
険
な
も
の
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
岩

倉
帰
国
直
後
の
九
月
中
旬
に
お
い
て
危
機
感
は
強
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
コ
九
月
一
九
日
、
岩
倉
は
国
内
め
状
況
に
う
い
て
雲
影
公
使
鮫
島
尚

信
に
書
簡
（
『
岩
倉
文
書
』
五
隔
主
二
一
頁
）
を
送
，
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ゆ
　
、
・
〆
、
臆
，
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
も
　
ゐ
　
へ

　
：
朝
鮮
征
伐
、
御
互
に
兼
而
承
知
之
通
り
真
に
御
評
議
有
之
候
得
共
、
是
以
即
時
誓
事
に
て
は
無
之
哉
と
存
候
．
、
、
ド
．
　
「
．
　
　
，
　
、
．
r
，
、
　
・
’
｛
∵
，

占
す
な
わ
ち
岩
倉
は
八
丹
一
七
B
閣
議
に
．
つ
い
て
ふ
れ
な
が
ら
も
「
即
時
之
事
」
で
は
な
い
と
述
べ
、
切
迫
感
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

開
戦
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
高
い
西
郷
遣
使
の
「
内
決
」
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
岩
倉
は
「
即
時
之
裏
」
で
は
な
い
と
す

・
．
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
理
由
は
八
月
藁
七
日
決
定
に
つ
い
て
の
岩
倉
の
理
解
に
あ
ρ
た
と
思
わ
れ
る
っ
こ
の
閣
議
で
は
へ
西
郷
遣
黒
め
「
内
決
↑
と
岩
倉
帰
国
・
．
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後
の
再
評
議
の
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
三
条
の
理
解
は
．
「
内
決
」
と
は
「
取
調
」
程
度
の
も
の
で
あ
り
、

遣
使
の
可
否
を
ふ
く
め
て
実
質
的
審
議
は
岩
倉
帰
国
後
の
再
評
議
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
閣
議
決
定
の
内
容
に
つ
い

て
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
通
知
者
は
三
条
で
あ
り
、
岩
倉
は
三
条
と
同
じ
理
解
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
理
解
に
立
て
ば
、
た
し
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

遣
使
↓
開
戦
は
「
即
時
之
事
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
予
定
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
問
題
の
再
評
議
は
、
木
戸
・
大
久
保
復
帰
問
題
の
未
解
決
の
た
め
な
か
な
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

九
月
下
旬
に
は
「
朝
鮮
事
件
西
郷
頗
ル
切
迫
」
と
三
条
が
述
べ
る
よ
う
に
、
西
郷
は
閣
議
の
速
や
か
な
開
催
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝

鮮
問
題
評
議
開
催
の
圧
力
は
、
西
郷
か
ら
の
み
で
は
な
く
「
朝
鮮
事
件
西
郷
ハ
勿
論
参
議
中
二
も
段
々
相
催
し
候
論
有
之
候
」
と
三
条
が
述
べ

る
よ
う
に
（
一
〇
月
四
日
付
岩
倉
宛
書
簡
、
「
征
韓
論
一
件
」
噺
収
）
、
留
守
政
府
の
他
参
議
か
ら
も
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
七
月
二
七
日
に

清
か
ら
帰
国
し
て
い
た
外
務
卿
副
島
も
、
・
未
決
の
ま
ま
に
置
か
れ
て
い
る
飯
台
問
題
と
と
も
に
朝
鮮
問
題
の
速
や
か
な
決
定
を
強
く
求
め
、

「
内
輪
飯
事
二
営
々
と
し
て
海
外
之
有
益
を
不
図
、
彼
是
飽
迄
文
明
を
虚
飾
す
と
も
何
以
力
東
方
之
英
国
た
ら
ん
や
」
と
主
張
し
て
い
た
（
九

月
二
七
貝
三
三
条
宛
副
島
書
簡
、
『
三
条
家
文
書
』
〔
憲
政
資
料
室
蔵
〕
書
簡
三
一
八
一
2
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
～

　
か
か
る
圧
力
の
高
ま
り
は
、
内
治
優
先
論
を
と
る
三
条
・
岩
倉
に
と
っ
て
深
刻
な
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
閣
議
に
お
い
て
強
硬
論
者
の
主

張
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
大
久
保
の
出
仕
は
不
可
欠
で
あ
り
（
木
品
は
病
気
の
た
め
出
席
は
危
う
い
）
、
こ
の
点
よ
り
も
大
久
保
の
出
仕
が
重
要
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
る
。
そ
し
て
度
重
な
る
説
得
に
も
容
易
に
応
じ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
大
久
保
も
つ
い
に
一
〇
月
八
日
参
議
就
任
を
了
承
し
た
。
こ
こ
に
政
局

は
新
た
な
段
階
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
西
郷
遣
使
の
閣
議
決
定
l
I
幽
○
月
醐
口
日
～
一
五
日
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

大
久
保
の
参
議
就
任
が
決
ま
っ
た
一
〇
月
上
旬
の
政
府
の
懸
案
を
一
〇
月
一
一
日
付
の
伊
藤
宛
陸
奥
宗
光
書
簡
よ
り
見
れ
ば
、
朝
鮮
や
樺
太

（
ロ
シ
ア
）
を
め
ぐ
る
外
交
問
題
・
司
法
省
と
京
都
府
の
対
立
（
小
野
組
転
籍
事
件
）
そ
れ
に
政
府
改
造
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
以
後
こ
れ
ら
の
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中
で
朝
鮮
問
題
の
み
が
突
出
し
、
他
の
問
題
は
後
景
に
退
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
要
因
は
西
郷
に
あ
っ
た
。

　
一
〇
月
一
一
旦
二
条
は
岩
倉
へ
、
自
分
た
ち
の
不
注
意
の
た
め
に
朝
鮮
問
題
は
こ
こ
ま
で
に
至
り
国
家
に
対
し
申
し
訳
な
く
、
後
は
大
久
保

の
尽
力
に
期
待
す
る
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
極
度
に
狼
狽
し
た
書
簡
を
送
っ
た
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
三
五
、
雀
六
頁
）
。
三
条
を
こ
こ
ま
で
狼
狽

さ
せ
た
の
が
同
日
付
の
西
郷
か
ら
の
書
簡
（
同
、
三
六
、
三
七
頁
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
西
郷
は
、
自
分
の
派
遣
が
「
最
初
御
母
之
上
御
許
容
」

に
な
っ
た
の
に
「
今
日
二
至
リ
御
沙
汰
替
等
之
不
信
当
事
共
二
梢
変
し
」
て
は
、
「
為
天
下
勅
命
軽
キ
場
二
相
成
候
」
、
と
し
た
上
で
、
も
し
そ
れ

で
も
変
更
す
る
な
ら
、
「
実
二
無
致
方
死
を
以
国
友
へ
謝
し
候
迄
二
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
た
。
自
己
の
遣
使
が
変
更
さ
れ
る
な
ら
自
殺
す
る
と

い
う
強
硬
な
決
意
を
こ
こ
で
西
郷
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
軍
の
信
望
を
一
身
に
集
め
る
西
郷
の
自
決
（
し
か
も
「
国
警
へ
謝
」
す
と
い
う
形
で
の
自

決
）
は
軍
の
暴
発
に
つ
な
が
ろ
う
。
自
ら
の
遣
使
へ
の
西
郷
の
異
常
な
ま
で
の
執
着
と
そ
れ
に
と
も
な
う
軍
の
暴
発
へ
の
不
安
に
直
面
し
、
一

一
日
、
三
条
は
恐
慌
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
こ
に
朝
鮮
問
題
は
何
を
お
い
て
も
速
や
か
に
処
理
す
べ
き
緊
急
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
西
郷
は
こ
の
と
き
な
ぜ
こ
こ
ま
で
強
硬
な
姿
勢
（
客
観
的
に
は
脅
迫
で
あ
る
）
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
の
背
景
に
は
、
八
月
一
七
日
閣
議

決
定
へ
の
西
郷
の
理
解
が
あ
っ
た
。
三
条
そ
し
て
内
治
派
の
理
解
で
は
西
郷
遣
使
の
「
内
層
」
は
軽
い
も
の
で
、
実
質
的
決
定
は
岩
倉
帰
国
後

の
再
評
議
で
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
郷
は
、
「
内
決
」
が
実
質
的
決
定
で
あ
り
、
再
評
議
は
形
式
的
な
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。

一
七
騰
の
閣
議
に
西
郷
は
欠
席
し
て
お
り
、
か
か
る
理
解
の
行
き
違
い
は
、
太
政
大
臣
三
条
の
西
郷
へ
の
通
知
の
不
備
に
原
因
が
あ
っ
た
。
一

七
日
の
決
定
は
す
で
に
天
皇
の
裁
可
を
受
け
て
お
り
、
西
郷
の
理
解
よ
り
す
れ
ば
、
遣
使
は
勅
許
を
得
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
変
更
す
る

こ
と
は
「
為
天
下
勅
命
軽
キ
場
二
相
成
」
。
し
た
が
っ
て
西
郷
に
と
り
こ
れ
は
断
固
と
し
て
防
が
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
一
〇
月
一
一
日
の
先

の
三
条
宛
書
簡
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
閣
議
決
定
の
理
解
に
行
き
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
が
西
郷
の
頑
な
な
姿
勢
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
西
郷
書
簡
に
よ
り
三
条
ら
内

治
派
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
西
郷
の
「
誤
解
」
を
と
く
こ
と
は
、
自
殺
を
筆
に
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
西
郷
の
極
度
に

思
い
つ
め
た
心
理
よ
り
し
て
難
し
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
ま
ま
再
評
議
の
場
で
あ
く
ま
で
屡
説
反
対
論
を
唱
え
れ
ば
、
西
郷
と
の
衝
突
、
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さ
ら
に
は
軍
の
暴
発
に
い
た
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
内
治
派
は
、
危
機
回
避
の
た
め
そ
の
主
張
の
修
正
、
争
点
の
移
行
を
行
う
こ
と

に
し
た
。
そ
れ
は
遣
使
の
可
否
を
争
わ
ず
そ
れ
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
即
行
の
み
に
反
対
す
る
と
い
う
、
遣
使
延
期
論
で
あ
っ
た
。
延
期
の
名

目
は
、
一
一
一
臼
の
段
階
で
は
軍
備
、
特
に
海
軍
軍
備
の
不
充
実
が
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
結
局
一
四
日
の
閣
議
で
は
、
樺
太
問
題
の
切
迫
、
そ

の
先
決
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
か
る
争
点
の
移
行
、
西
郷
へ
の
譲
歩
に
よ
り
、
内
治
派
は
、
西
郷
と
の
決
裂
と
と
も
に
遣
使
即
行

と
い
う
事
態
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
め
で
あ
る
9
　
λ
．
　
　
・
　
　
　
・
F
、
『
　
　
・
「
　
　
　
　
内
，
・
・
、
、
’
、
“
，
　
ニ
ヒ
．
コ

　
こ
う
し
て
一
四
日
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
閣
議
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
争
点
の
移
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
㍉
西
郷
は
納
得
せ
ず
あ
く
ま
で
遣

使
即
行
を
求
め
、
岩
倉
・
大
久
保
と
対
立
し
た
。
こ
の
た
め
こ
の
日
決
定
は
下
さ
れ
ず
、
翌
一
五
日
に
も
閣
議
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
一
四
日
の
閣
議
後
、
三
条
は
岩
倉
に
書
簡
（
「
征
露
論
、
一
件
」
所
収
）
を
送
り
「
於
小
生
即
決
し
て
変
説
不
仕
、
死
生
相
霧
隠
所
存
二
御
坐
候
、

一
’
西
郷
を
以
て
国
家
ニ
ハ
難
替
」
，
と
述
べ
、
あ
く
ま
で
遣
使
即
行
の
阻
止
を
貫
く
決
意
を
述
べ
だ
。
，
し
か
し
同
時
に
「
乍
去
不
測
可
変
ヲ
生
し

序
言
も
三
三
、
是
の
ミ
苦
慮
仕
事
二
葉
」
と
否
決
の
場
合
の
「
不
測
之
変
」
（
軍
の
暴
発
）
へ
、
の
強
い
不
安
を
示
し
て
「
い
た
コ

磐
そ
レ
て
一
五
日
の
閣
議
で
三
条
が
結
局
下
し
た
決
断
は
、
．
「
変
説
」
H
西
郷
遣
使
即
行
支
持
で
あ
っ
た
。
閣
議
直
後
の
岩
倉
へ
の
弁
明
の
書

簡
（
『
大
久
保
文
書
辱
五
、
六
七
頁
）
で
「
僕
も
今
臼
訟
至
μ
論
ヲ
変
b
候
次
第
申
訳
無
之
さ
、
大
久
保
に
も
万
々
、
不
平
ト
丁
重
へ
乍
去
西
郷
進
退
ご

付
而
バ
不
容
易
儀
ト
心
配
仕
候
儀
一
一
御
坐
候
」
、
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ハ
．
西
郷
の
辞
任
よ
り
生
じ
る
軍
の
暴
発
へ
の
不
安
が
三
条
に
変
説
を

決
意
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
’

　
こ
の
一
五
日
の
閣
議
決
定
は
、
参
議
各
々
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
た
後
壁
一
白
…
彼
ら
を
引
き
取
ら
せ
て
三
条
・
岩
倉
め
み
で
協
議
し
、
あ
ら
た

め
．
て
参
議
を
呼
び
決
定
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
（
『
大
久
保
日
記
』
）
、
決
定
は
多
数
決
で
は
な
ぐ
大
臣
の
意
向
に
よ
り
下
さ
れ
て
い
，
た
。
そ
し
て

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
右
の
よ
う
忙
岩
倉
に
対
し
三
条
が
弁
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
、
た
こ
と
よ
り
見
れ
ば
、
西
郷
即
時
遣
使
の
決
定
は
、
、

三
条
・
岩
倉
両
者
の
合
意
の
上
の
も
の
で
は
な
ぐ
、
三
条
個
人
の
決
断
と
し
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
ヶ
こ
と
で
あ
る
ゆ
つ
ま
ヶ
決
定
に
」
つ
い
て
三

．
条
ば
重
い
「
責
任
を
お
い
岩
倉
は
こ
れ
を
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
こ
れ
が
以
後
の
事
態
の
展
開
に
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
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次
に
こ
の
一
四
、
五
日
の
閣
議
に
お
け
る
西
郷
以
外
の
留
守
政
府
側
の
動
き
を
見
る
が
、
彼
ら
は
西
郷
の
遣
使
即
行
支
持
で
結
束
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
閣
議
前
日
の
一
三
日
、
板
垣
は
大
久
保
に
二
体
酉
郷
思
遣
二
関
係
も
い
た
し
候
訳
、
殊
二
何
様
之
御
趣
意
二
確
定
い

た
し
候
や
、
明
日
会
議
（
一
四
日
閣
議
）
之
節
〔
各
参
議
が
〕
口
々
二
野
論
い
た
し
候
様
二
相
成
候
而
者
、
甚
不
都
合
二
有
之
候
付
、
〔
西
郷
ぬ
き

の
閣
議
で
晃
歪
之
論
を
御
書
成
籍
・
西
郷
加
席
之
処
（
西
響
ふ
く
め
た
羅
）
者
更
一
撃
設
有
寄
然
与
響
動
」
と
述
べ
晦
・
ま
ず
西

郷
ぬ
き
の
閣
議
を
行
い
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
方
針
を
か
た
め
　
た
上
で
西
郷
も
加
え
た
閣
議
を
行
う
、
と
い
う
二
段
階
の
閣
議
を
行
う
べ
し
と

し
た
の
で
あ
る
ゆ
西
郷
を
加
え
た
閣
議
で
議
論
が
分
か
れ
て
も
（
門
口
々
二
議
論
」
）
、
結
局
、
西
郷
即
時
謡
講
論
に
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
西
郷
に

何
の
不
満
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
り
、
板
垣
の
こ
の
主
張
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
遺
髪
延
期
論
の
決
定
も
あ
り
え
、
そ
の
際
に
お
い
て
も
四

郷
の
辞
任
と
い
う
政
府
の
分
裂
は
避
け
た
い
と
い
う
判
断
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
副
島
も
一
三
日
、
板
垣
と
と
も
に
三
条
・
岩
倉

と
会
談
し
二
段
階
閣
議
論
に
合
意
し
た
膜
様
で
あ
如
・

　
対
外
強
硬
論
者
で
あ
り
、
八
月
一
七
日
の
「
内
決
」
の
決
定
者
で
あ
り
な
が
ら
協
、
板
垣
ら
は
西
郷
の
よ
う
に
何
を
お
い
て
で
も
即
濫
僧
使

諜
碧
よ
幽
つ
康
で
は
考
え
認
諾
濡
だ
、
②
た
働
き
と
な
．
た
と
．
心
わ
れ
る
．
、
、
の
二
段
階
閣
議
論
に
は
麦
保
も
蔑
で
あ

っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
大
久
傑
は
留
守
政
府
に
対
し
で
批
難
的
で
あ
っ
た
が
、
斬
鮮
問
題
に
つ
い
て
は
、
最
悪
の
事
態
（
西
郷
の
辞
任
）
を
阻
止

す
る
た
め
に
彼
ち
と
協
力
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
権
力
闘
争
と
朝
鮮
問
題
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
異
次
元
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
二
段
階
閣
議
論
は
さ
実
際
に
は
行
う
ご
と
が
で
き
な
か
う
た
よ
う
で
あ
る
刃
そ
し
て
一
四
日
の
閣
議
の
経
過
は
、
一
〇
月
二
三

月
の
岩
倉
の
上
奏
（
「
癖
演
ノ
大
要
辰
前
掲
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
入
三
頁
y
に
よ
れ
ぽ
、
以
下
の
よ
う
な
毛
の
で
あ
っ
た
。
、
」
　
　
　
．
「
，
　
コ
．

　
・
　
一
二
条
太
政
大
臣
及
具
視
ハ
、
事
／
先
後
熱
ハ
ノ
寛
急
ヲ
．
慮
り
宜
ク
順
序
ヲ
追
フ
テ
以
テ
几
可
ト
ス
囁
ヘ
シ
今
俄
二
使
臣
ヲ
発
遣
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
論
ス
、
衆
参
議
皆

　
㌧
∴
之
唱
同
意
ス
、
然
ル
ニ
．
西
郷
参
議
独
リ
速
二
使
ヲ
遣
ル
コ
ト
ヲ
主
張
ス
、
大
久
保
参
議
大
隈
参
議
大
木
参
議
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
議
論
稽
ク
動
キ
其
事
決
セ
ス

、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
最
初
の
う
ち
は
岩
倉
ら
の
使
節
延
期
論
に
、
西
郷
以
外
同
意
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
西
郷
以
外
の

留
守
政
府
は
、
」
延
期
論
で
一
旦
妥
協
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
郷
は
こ
れ
に
納
得
せ
ず
、
反
論
を
述
べ
だ
。
一
こ
う
な
る
ど
先
に
西
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心
遣
使
を
「
内
決
」
し
た
立
場
上
、
彼
ら
は
延
期
論
を
捨
て
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
翌
一
五
日
の
閣
議
に
お
い
て
は
、
「
参
議
中
二
於
テ

ハ
西
郷
氏
ノ
席
駄
御
任
セ
可
有
之
、
殊
二
副
島
子
・
板
垣
子
断
然
決
定
ノ
趣
」
（
『
大
久
保
日
記
』
）
、
と
大
隈
・
大
木
を
除
く
留
守
政
府
は
断
固
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
西
郷
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
西
郷
以
外
の
留
守
政
府
の
メ
ン
バ
ー
は
、
遣
使
を
支
持
し
て
い
た
が
何
を
お
い
て
も
直
ち
に
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
ま
で
は
考
え
て

い
な
か
っ
た
が
、
閣
議
の
進
行
の
中
で
、
決
定
的
に
奮
起
即
行
論
n
征
韓
論
に
荷
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
古

園
派
は
こ
う
し
て
西
郷
以
外
に
と
っ
て
は
か
な
り
不
本
意
な
形
で
形
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
対
抗
は
、
権
力
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

争
の
構
図
と
重
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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①
　
以
下
留
守
政
府
の
朝
鮮
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
征
韓
論
政

　
変
と
朝
鮮
政
策
」
1
章
二
節
で
検
討
し
た
の
で
、
　
こ
こ
で
は
要
旨
の
み
を
述
べ

　
る
。

②
　
志
賀
尚
司
「
明
治
初
年
に
お
け
る
「
議
政
」
「
行
政
」
分
離
問
題
」
（
前
掲
『
明

　
治
維
新
の
政
治
と
権
力
恥
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
、
九
三
、
九
四
買
。

③
勝
田
政
治
「
内
務
省
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
二
七
号
、
一
九
八
九
年
）
、

　
五
五
頁
。

④
　
明
治
六
年
八
月
一
五
日
付
村
豊
新
八
・
大
山
巌
宛
大
久
保
霞
簡
（
『
大
久
保
文

　
書
』
四
、
五
一
ご
一
頁
）
。

⑤
　
西
尾
林
太
郎
「
明
治
六
年
政
変
と
木
戸
孝
允
」
（
『
政
治
経
済
史
学
隔
　
一
九
四

　
号
、
一
九
八
二
年
）
、
四
八
、
四
九
頁
。

⑥
　
姜
範
錫
『
許
婚
論
政
変
』
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
、
　
一
六
〇
～
一

　
六
二
頁
。

⑦
明
治
（
六
）
年
（
九
）
月
二
七
臼
付
岩
倉
宛
伊
藤
書
簡
（
春
畝
公
設
頚
会
『
伊

　
藤
博
文
傍
』
上
、
一
九
四
〇
年
）
、
七
四
〇
、
七
四
一
頁
。

⑧
⑨
　
明
治
（
六
）
年
一
〇
月
三
日
付
木
芦
宛
伊
藤
書
簡
（
繋
駕
）
、
七
四
九
、
七

　
五
〇
頁
。

⑩
策
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
保
古
飛
呂
比
』
五
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

　
四
年
、
三
九
〇
頁
。

＠
　
岩
倉
上
奏
文
（
前
掲
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
八
○
～
八
二
貰
）
・
木
戸
征
韓
征

　
台
反
対
意
見
書
（
『
木
戸
文
書
』
八
、
　
一
二
九
～
；
一
三
頁
）
・
大
久
保
遭
使
反

　
対
意
日
沁
書
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
五
一
二
～
六
四
冨
ハ
）
。

⑫
　
使
節
団
出
発
ま
で
の
岩
倉
・
木
戸
・
大
久
保
の
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
は
、
前
掲

　
拙
稿
「
維
新
政
策
の
朝
鮮
政
策
と
木
芦
孝
允
」
・
「
廃
藩
置
県
後
の
朝
鮮
政
策
」
参

　
照
。

⑬
以
上
、
本
章
註
①
拙
稿
、
九
四
、
九
五
頁
。

⑭
明
治
六
年
九
月
ご
八
日
付
岩
倉
市
三
条
富
田
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
一
〇
頁
）
。

⑮
本
章
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
帰
国
後
の
大
久
保
は
政
治
に
意
欲
を
持
ち
、
岩
倉

　
帰
国
後
の
改
革
を
期
し
て
お
り
、
九
月
か
ら
一
〇
月
は
じ
め
の
参
議
就
任
固
辞
は

　
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
固
辞
の
世
嗣
に
つ
い
て
は
、
久
光
と
の
関
係
に
よ
る

　
と
さ
れ
る
毛
利
氏
の
見
解
（
『
明
治
六
年
政
変
』
、
一
五
五
、
一
五
六
頁
）
が
妥
当

　
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
九
月
は
じ
め
こ
ろ
久
光
よ
り
大
久
保
に
出
仕
を
困
難
と
す
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る
よ
う
な
き
び
し
い
非
難
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑯
　
同
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
七
（
稿
書
房
、
　
［
九
八
一
年
）
、

　
二
四
三
頁
。
陸
奥
は
伊
藤
と
近
く
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
項
は
、
内
治
派

　
の
考
え
る
懸
案
購
項
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑰
以
下
、
五
八
頁
五
行
目
ま
で
の
既
述
は
本
章
註
①
拙
稿
－
章
、
参
照
。

⑱
明
治
六
年
一
〇
月
＝
二
日
付
岩
倉
宛
大
久
保
書
簡
（
『
大
久
保
文
書
隔
五
、
四

　
九
、
五
〇
頁
）
。

⑲
「
明
日
評
議
済
之
上
西
郷
方
江
行
く
纂
（
二
段
階
閣
議
論
）
二
可
致
と
存
候
、

　
只
今
四
人
（
三
条
・
岩
倉
・
板
垣
・
副
島
）
評
議
中
江
答
高
免
可
給
餌
」
（
明
治

　
六
年
一
〇
月
＝
二
日
付
大
久
保
宛
岩
倉
霞
簡
、
同
右
、
四
八
、
四
九
頁
）
。

＠
本
縫
註
⑱
。

＠
　
本
文
で
引
い
た
一
〇
月
一
四
日
の
閣
議
に
つ
い
て
の
岩
倉
の
上
奏
の
記
述
は
、

　
信
じ
う
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
閣
議
に
つ
い
て
は
議
菓
録
と
い
っ
た
正

　
式
の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
政
変
直
後
の
二
五
日
に
板
垣
が
そ
れ
に
つ

　
い
て
宮
島
誠
一
郎
（
左
下
議
官
）
に
語
っ
た
記
録
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
よ
り

　
そ
れ
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
掲
「
養
浩
堂
日
録
」
明
治
六
年
一
〇
月
二

　
五
日
条
）
。

　
　
　
初
メ
西
郷
等
之
征
韓
を
論
ス
ル
急
二
可
伐
旨
切
迫
、
伍
テ
板
垣
等
ハ
目
的
ヲ

皿
　
征
韓
論
政
変
の
政
治
過
程
（
2
）

一
　
政
府
の
分
裂
と
三
条
の
発
病
－
隔
O
月
一
六
、
一
七
碕
1

　
　
　
立
徐
二
可
謀
之
観
相
分
れ
し
な
れ
と
も
、
ヤ
ハ
リ
西
郷
破
裂
セ
ハ
内
務
も
不

　
　
　
調
寧
ロ
西
郷
と
共
二
急
撃
ス
ヘ
シ
と
同
論
ナ
リ
シ
、
又
三
条
高
も
同
意
海
陸

　
　
　
軍
を
引
て
布
随
　
ス
ヘ
シ
ト
ナ
リ
、
岩
倉
　
右
大
臣
も
同
然
雷
同
セ
シ
ニ
、
一
日

　
　
　
に
変
議
、
三
条
病
に
依
テ
岩
倉
代
理
セ
ラ
レ
シ
に
忽
チ
大
久
保
ト
阿
論
ニ
テ

　
　
　
征
韓
不
可
ナ
リ
ノ
論
二
相
成
ル
、
夫
ヨ
リ
諸
参
議
辞
表
二
及
候

　
　
す
な
わ
ち
、
「
初
メ
」
西
郷
が
征
韓
即
行
を
主
張
す
る
が
模
垣
ら
は
慎
重
論
を

　
主
張
↓
板
垣
が
西
郷
に
同
意
↓
三
条
・
岩
倉
も
同
意
↓
一
二
条
発
病
後
の
岩
倉
の
変

　
説
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
れ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
初
メ
」
の
部
分
は
い
つ
の

　
時
期
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
朝
鮮
浜
匙
が
登
場
し
た
六
、
七
月
の
状
況
と
し

　
て
は
こ
れ
は
明
ら
か
に
窮
実
と
異
な
っ
て
お
り
（
こ
の
時
期
で
は
西
郷
よ
り
も
板

　
垣
が
強
硬
）
、
　
こ
れ
は
一
四
、
　
一
五
顕
両
日
の
閣
議
の
冒
頭
の
模
様
を
述
べ
た
も

　
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
う
な
ら
ば
こ
れ
は
本
文
で
見
た
岩
倉

　
の
上
奏
の
記
述
を
襲
書
き
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

＠
　
た
だ
し
留
守
政
府
と
の
権
力
闘
争
に
お
い
て
、
西
郷
は
、
当
初
、
使
節
団
派
の

　
打
倒
の
対
象
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
毛
利
氏
が
す
で
に
明
ら
か
に

　
さ
れ
て
い
る
（
鴨
召
書
六
年
政
変
』
、
　
一
五
七
～
一
五
九
頁
）
。
し
か
し
閣
議
の
結

　
果
、
使
節
団
に
と
り
西
郷
も
他
の
留
守
政
府
の
メ
ン
バ
ー
と
一
体
と
せ
ざ
る
を
得

　
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
条
の
変
説
に
よ
り
一
五
日
の
閣
議
で
岩
倉
ら
内
治
派
は
敗
退
し
た
。
し
か
し
岩
倉
は
こ
の
ま
ま
引
き
下
が
る
気
は
な
か
っ
た
。
早
く
も
そ

の
日
に
書
簡
を
伊
藤
・
大
隈
に
送
り
、
朝
鮮
問
題
に
つ
き
「
な
ら
ぬ
迄
も
人
事
の
限
り
は
尽
し
申
度
」
と
、
あ
く
ま
で
遣
使
阻
止
に
つ
と
め
る

決
意
を
述
べ
、
翌
朝
の
雷
鳥
を
求
め
た
（
前
掲
『
伊
藤
博
文
伝
』
上
、
七
五
五
、
七
五
六
頁
）
。
そ
し
て
伊
藤
ら
も
か
か
る
岩
倉
の
決
意
に
積
極
的
に
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①

応
じ
．
、
、
逆
転
に
む
．
け
て
動
ぎ
始
め
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，
、
　
　
　
　
　
　
ド
，
・
、
、
、
　
　
　
．
一
、
ゴ
、
　
r
，
　
．
「
，
、
，
一
∴

．
プ
六
日
、
三
条
は
岩
倉
を
訪
れ
だ
が
、
そ
れ
は
両
者
の
対
立
の
場
と
な
っ
た
。
岩
倉
は
三
条
に
対
し
「
〔
三
条
の
〕
御
旨
趣
之
通
り
ユ
而
老
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

下
之
事
ハ
去
り
可
申
」
、
と
先
の
決
断
の
変
更
を
求
め
た
。
、
し
か
し
三
条
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
ρ
た
。
そ
こ
で
岩
倉
は
「
拙
之
如
キ
実
二
思
慮
テ

不
能
次
第
馬
此
上
副
産
練
墨
見
込
通
日
可
然
御
所
置
有
之
無
様
」
と
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
場
合
は
「
か
ね
て
西
郷
氏
弥
使
節
奉
命
候
ハ
瓦

前
途
御
方
略
懇
々
御
群
議
無
之
而
ハ
不
相
済
」
と
、
遣
僅
を
行
う
以
上
当
然
予
想
さ
れ
る
対
朝
戦
争
に
つ
い
て
の
対
策
（
「
前
途
御
方
略
」
）
の
評

議
の
た
め
の
閣
議
の
必
要
を
つ
け
加
え
た
、
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
六
八
頁
）
。
そ
し
て
こ
れ
に
は
三
条
も
応
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
た
な
閣
議
が

開
催
さ
れ
る
道
と
で
、
；
一
五
日
の
決
完
」
の
上
奏
臆
そ
の
後
に
憾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
岩
倉
ら
は
こ
こ
で
終
幕
を
の
ば
す
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
あ
る
。、
、
の
閤
馨
翠
者
に
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
・
曳
七
か
し
、
、
の
日
、
大
久
保
．
木
戸
は
襲
を
提
出
、
岩
倉
も
三
条
毒
意
馬
蓬

う
の
で
「
此
上
者
進
退
ヲ
致
ス
之
外
無
之
与
存
候
、
何
分
今
臼
者
持
病
困
苦
令
不
参
候
」
と
、
辞
意
と
と
も
に
閣
議
欠
席
を
三
条
に
通
知
し
た

（
層
さ
、
七
二
導
。
羅
問
磐
め
ぐ
る
対
立
は
、
、
、
．
、
に
政
惰
の
分
裂
を
も
た
ら
し
た
の
で
蓼
。

　
こ
め
非
常
事
態
に
三
条
は
、
閣
議
を
一
八
日
に
延
期
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
へ
の
出
席
を
強
く
求
め
る
以
下
の
達
（
「
征
韓
論
一
件
」
所
収
y
を

岩
倉
へ
出
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
」
本
日
者
御
所
労
口
付
テ
ハ
評
議
之
三
差
延
候
間
ハ
朗
詠
ハ
必
御
参
官
爵
有
之
、
此
段
申
入
出
品

　
　
　
‘
、
十
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
条
太
政
大
臣

　
「
㌦
・
’
岩
倉
右
大
臣
殿

　
さ
ら
に
三
条
は
、
こ
の
一
七
日
夕
岩
倉
を
訪
問
、
一
旦
帰
宅
の
後
、
大
木
の
直
諌
を
受
け
、
再
び
大
木
と
と
も
に
岩
倉
を
訪
れ
た
（
『
木
戸
文
書
』

五
、
六
二
頁
）
。
こ
れ
ら
の
訪
問
は
激
論
の
場
と
な
っ
た
が
、
結
局
「
〔
三
条
は
〕
断
然
決
意
不
可
動
次
第
二
而
対
話
反
対
如
何
二
も
無
致
方
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

生
（
岩
倉
）
退
職
旧
事
二
三
シ
相
別
れ
申
候
」
と
、
両
者
は
決
裂
し
た
。
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み
古
つ
に
会
談
で
三
条
管
説
愛
執
し
た
が
・
「
暮
如
何
哉
ト
掛
雛
候
〔
三
条
の
〕
御
昼
書
聖
ζ
岩
察
見
た
よ
テ
に
内
心

か
な
り
動
揺
し
て
い
た
。
’
そ
し
て
帰
邸
後
、
ド
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
直
ち
に
西
郷
を
呼
び
、
「
此
間
之
事
件
（
一
五
日
の
閣
議
の
決
定
）
者
御
内
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

議
馬
市
、
表
向
二
者
無
上
」
と
貸
先
の
決
定
の
再
検
討
の
意
向
を
示
し
た
。
し
か
し
西
郷
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

郷
が
引
ぎ
取
っ
た
直
後
、
三
条
は
精
神
錯
乱
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
…

征韓論政変の政治過程（高橋）

、
二
一
策
謀
一
船
隔
O
月
鳳
八
～
胤
＝
日
一
、
」
ド
　
r
「
　
、
　
一

山
、
・
八
a
、
一
二
条
の
病
状
に
つ
い
て
大
木
は
以
下
の
書
簡
（
「
征
韓
論
一
件
」
、
、
所
収
）
を
岩
倉
に
送
っ
た
。
　
　
一
　
」
、
～
、
［
，
　
、
　
　
㌃
　
　
、
：

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
．
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

　
　
ロ
ハ
今
ハ
参
殿
申
影
響
顧
恐
万
鎮
〔
岩
倉
へ
〕
陳
上
馬
恐
縮
之
至
奉
迎
候
。
就
顧
者
早
速
三
条
公
へ
〔
大
木
が
〕
罷
出
過
処
、
条
公
二
ぐ
昨
夜
来
後
胸
痛
御

　
’
逆
上
之
御
気
体
ム
而
、
御
幕
申
上
候
幕
無
御
坐
、
成
丈
ハ
拍
心
得
御
家
来
ま
て
申
入
候
得
共
、
何
分
散
々
之
御
様
子
之
よ
し
二
戸
、
不
避
止
引
取
申
言
∵

　　

ﾋ
之
少
シ
篇
も
〔
三
条
の
〕
禦
具
合
是
非
〔
条
が
〕
拝
謁
申
上
輿
禦
来
様
楽
音
擁
日
喬
時
。
而
も
璽
翠
玉
セ
．
〔
三
条
に
噌
・

　
　
輝
々
申
上
、
是
非
々
々
只
今
〔
岩
倉
よ
り
〕
被
仰
聞
候
様
相
運
候
様
、
万
死
を
以
尽
力
塗
樽
心
得
二
心
在
候
。
申
上
略
恐
多
く
奉
存
立
手
甲
ハ
仰
キ
願
、
ハ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
む
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
へ
　
じ
ヘ
　
　
ヘ
　
　
リ
　
　
ぬ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
殿
下
（
岩
倉
）
二
も
過
刻
被
仰
聞
候
様
之
御
運
之
御
決
意
幾
重
二
も
奉
伏
願
候
。
条
公
之
御
所
労
ハ
御
気
之
毒
奉
迎
候
へ
共
、
右
二
禰
今
日
之
御
出
仕
ハ

　
　
有
之
問
敷
二
宮
、
西
郷
氏
二
　
叡
慮
駕
御
決
答
ハ
今
流
ま
て
ハ
無
難
事
と
奉
存
候
。
兎
角
条
公
之
薄
模
様
相
伺
候
上
、
〔
岩
倉
邸
へ
〕
参
殿
万
々
可
申
上
．

　
　
候
。
先
以
不
取
敢
申
上
候
九
拝
頓
首

　
　
　
　
　
十
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
木
喬
任

　
　
　
．
岩
倉
右
大
臣
殿
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
マ
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ら
　
　
り
　
　
も
　
　
む
　
　
カ
　
　
へ
　
　
る
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
う
　
　
へ

　
　
　
．
、
小
臣
　
御
両
公
（
三
条
・
岩
倉
）
へ
申
上
候
義
、
外
参
議
二
も
色
二
も
顕
し
不
申
引
離
レ
罷
上
申
様
仕
居
候
二
付
、
何
卒
御
含
置
被
三
度
奉
願
候
。

願殿
候下
（
岩
倉
）
御
辞
表
之
儀
、
公
然
ニ
ハ
無
之
御
内
々
二
而
主
公
ま
て
御
差
出
し
ハ
、
一
日
も
重
な
る
方
と
奉
脚
台
。
さ
し
急
乱
筆
御
寛
恕
三
伏
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右
の
書
簡
の
冒
頭
部
（
「
只
今
ハ
参
殿
申
上
回
顧
甲
声
鎮
〔
岩
倉
へ
〕
陳
上
、
恐
縮
之
至
奉
存
候
」
）
よ
り
一
八
日
の
お
そ
ら
く
朝
、
大
木
が
岩
倉
を
訪

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
こ
で
岩
倉
は
何
ら
か
の
方
策
を
と
る
決
意
（
「
過
刻
被
耳
聞
候
様
之
御
運
之
御
決
意
し
）
を
大
木
に
語
っ
て
い

る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
決
意
は
三
条
発
病
前
に
な
さ
れ
ハ
こ
れ
を
う
け
て
大
木
が
、
「
就
而
者
早
速
三
条
公
へ
〔
大
木
が
〕
罷

出
候
」
と
、
あ
る
よ
う
に
三
条
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
七
日
夜
の
三
条
と
の
決
裂
、
自
ら
の
辞
意
表
明
後
も
、
岩
倉
ら
は
な

お
あ
き
ら
め
ず
逆
転
に
む
け
て
動
き
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
岩
倉
ら
の
決
意
し
た
方
策
の
内
容
は
今
の
と
こ
ろ
判
ら
な
い
。
た
だ
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
岩
倉
の
辞
表
提
出
が
考
え
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
、
岩
倉
の
上
奏
に
よ
る
逆
転
と
い
う
、
実
際
に
行
わ
れ
た
策
謀
と
は
異
な
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
と
に
か
く

逆
転
へ
の
動
き
を
続
け
る
岩
倉
ら
に
と
り
、
三
条
の
発
病
は
、
一
五
日
決
定
の
上
奏
を
不
可
能
と
し
、
大
木
書
簡
波
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
歓

迎
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
病
状
が
さ
ら
に
注
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
策
動
は
、
一
五
日
閣
議
で
の
激
突
・
一
七
日
以

降
の
政
府
の
分
裂
を
前
提
と
す
る
以
上
、
征
韓
派
疑
留
守
政
府
に
た
い
す
る
権
力
闘
争
の
意
味
を
も
お
び
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
る
。
「
外

参
議
二
も
色
二
も
顕
し
不
申
引
離
レ
罷
在
候
」
と
大
木
が
述
べ
る
秘
密
性
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
問
題
の
逆
転
と
権
力
闘

争
は
、
一
体
の
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
逆
転
へ
の
策
動
に
つ
い
て
は
一
八
B
に
は
岩
倉
・
大
木
・
木
戸
・
伊
藤
・
大
隈
の
間
で
合
意
が
成
立
し
て
い
た
。
彼
ら
は
さ
ら
に
大
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

保
の
参
加
を
求
め
た
が
（
一
八
降
の
段
階
で
は
大
久
保
は
態
度
を
保
留
し
た
。
し
か
し
一
方
、
大
久
保
は
一
九
日
、
独
自
に
動
き
始
め
、
黒
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

清
隆
と
の
間
で
形
勢
挽
車
の
た
め
の
ニ
ノ
秘
策
」
を
謀
議
（
『
大
久
保
日
記
』
）
、
同
日
黒
田
は
こ
れ
に
も
と
づ
き
宮
中
へ
の
工
作
を
開
始
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

そ
し
て
遅
く
と
も
二
〇
日
ま
で
に
は
、
岩
倉
ら
と
大
久
保
の
策
謀
は
一
本
化
さ
れ
た
。
内
治
派
は
こ
こ
に
一
つ
の
策
謀
を
進
め
る
強
固
な
集
団

と
し
て
あ
ら
た
め
て
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
岬
方
こ
の
間
、
征
韓
派
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
七
β
の
木
戸
大
久
保
の
辞
表
提
出
・
岩
倉
の
不
出
仕
に
加
え
る
に
、
一
八
日
未
明
の
三
条
の
発
病
で
、
正
院
は
参
議
の
半
数
と
大
臣
を
欠

64　（696）



征韓論政変の政治過程（高橋）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
異
常
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
一
八
日
出
仕
し
て
い
た
三
参
議
（
板
垣
・
副
島
・
大
木
）
は
各
参
議
に
出
仕
を
求
め
、
さ
ら
に
翌
一
九
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

閣
議
を
開
く
こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
旨
を
達
し
た
。
そ
し
て
こ
の
一
九
日
の
閣
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
三
（
吉
川
弘

文
舘
、
一
九
六
九
年
）
に
よ
り
萌
ら
か
と
な
る
。
「
十
九
日
午
前
脚
半
参
議
等
正
院
に
会
し
て
議
す
る
所
あ
り
、
即
日
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
を
以

て
、
是
の
際
具
視
を
し
て
太
政
大
臣
の
事
を
摂
行
せ
し
め
ん
こ
と
を
奏
請
す
」
（
一
四
四
、
一
四
五
頁
、
読
点
は
原
書
）
で
あ
る
。
太
政
大
臣
が
職

務
遂
行
不
能
の
場
合
は
、
正
院
章
程
で
は
次
席
大
臣
が
代
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
閣
議
は
規
定
通
り
の
決
定
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
決
定
は
徳
大
寺
宮
内
卿
よ
り
直
ち
に
奏
聞
さ
れ
、
そ
の
旨
は
江
藤
・
大
木
・
後
藤
・
副
島
連
名
宛
で
復
答
さ
れ
た
（
同
書
、
一
四
五
頁
）
。
こ

の
宛
名
よ
り
一
九
日
の
閣
議
の
出
席
者
が
推
定
で
き
る
。
征
韓
土
の
三
人
と
大
木
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
旦
〇
日
、
岩
倉
が
太
政
大
臣
代
理
を
命

じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
九
日
の
閣
議
で
は
も
う
一
つ
重
要
事
項
が
決
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
一
〇
月
二
〇
日
副
島
は
岩
倉
に
以
下
の
書
簡
（
「
征
韓
論
一

件
」
所
収
）
を
送
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も
　
　
へ
　
　
た
　
　
へ
　
　
ら
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
カ
　
　
カ
　
　
カ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
マ
　
　
へ

　
　
唐
太
朝
鮮
台
湾
之
儀
二
陣
、
前
議
之
失
得
を
巻
樽
二
方
略
手
順
智
識
細
意
評
議
可
相
成
、
万
今
艮
国
象
不
得
已
之
計
と
、
同
僚
決
議
之
上
申
上
善
処
、
〔
岩

　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
倉
が
〕
御
承
知
二
付
、
〔
副
島
よ
り
〕
大
久
保
へ
も
可
申
通
旨
〔
岩
倉
に
）
申
上
置
出
処
、
頃
国
之
次
第
最
早
世
間
二
紛
々
相
聞
、
中
皿
ハ
附
句
段
々
有

　
　
之
哉
二
承
り
驚
入
た
る
儀
二
等
。
全
体
其
節
ハ
不
相
言
様
約
束
も
相
成
居
候
処
、
右
之
都
合
二
型
而
ハ
、
下
官
汐
大
久
保
へ
申
通
候
儀
無
芸
事
と
存
候
間
、

　
　
可
遂
御
断
候
。
閣
下
汐
御
申
通
可
然
と
纂
存
没
、
右
な
く
ハ
下
官
三
品
罪
而
已
二
御
坐
候
。
此
段
得
御
意
候
也

こ
こ
で
副
島
の
言
及
し
て
い
る
「
同
僚
決
議
」
と
は
一
九
日
の
閣
議
の
決
定
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
、
樺
太
・

朝
鮮
・
台
湾
に
つ
い
て
「
前
議
之
面
懸
を
置
七
二
方
略
手
順
等
詳
細
御
評
議
」
と
い
う
、
事
実
上
の
朝
鮮
問
題
再
評
議
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
三

条
の
精
神
錯
乱
（
そ
の
原
因
が
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
閣
議
の
分
裂
に
あ
る
こ
と
は
彼
ら
に
明
白
で
あ
っ
た
ろ
う
）
に
直
面
し
た
副
島
ら
は
、
そ
の
原
因
と

な
っ
た
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
再
評
議
を
行
う
と
い
う
譲
歩
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
西
郷
を
の
ぞ
く
征
韓
派
は
、
一
四
日
閣
議
前
の
二
段
階
閣
議

論
提
唱
で
見
ら
れ
た
妥
協
的
心
情
を
、
こ
の
と
き
に
お
い
て
も
な
お
引
き
ず
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

65　（697）



・
．
こ
め
再
評
議
の
決
定
で
難
物
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
西
郷
で
あ
り
、
二
一
日
朝
、
副
島
は
彼
を
訪
れ
再
評
議
閣
議
へ
の
出
席
を
要
請
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
か
し
今
回
西
郷
は
副
島
の
要
請
に
「
少
し
は
跡
混
い
た
し
候
心
持
」
と
し
な
が
ら
も
了
承
し
た
。
こ
の
西
郷
の
譲
歩
も
や
は
り
三
条
の
錯
乱

と
い
う
異
常
事
態
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
再
評
議
に
お
い
て
も
、
一
五
B
の
決
定
が
変
更
さ
れ
る
な
ら
、
辞
任
す
る
つ
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
あ
る
と
、
こ
の
と
き
副
島
は
西
郷
に
述
べ
て
お
り
、
内
容
自
体
に
つ
い
て
は
譲
歩
す
る
気
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
日
閣
議
の
再
評
議
決
定
は
、
副
島
の
右
の
書
簡
が
「
同
僚
決
議
之
上
申
上
閑
処
〔
岩
倉
も
〕
御
承
知
割
付
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
二
〇
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ま
で
に
は
岩
倉
の
合
意
を
得
て
お
り
、
事
態
は
再
評
議
に
む
け
て
動
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
征
韓
派
の
譲
歩
は
、
策
謀
を
進
め
つ
つ
あ
る
内

治
派
に
と
り
実
は
望
ま
し
い
竜
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
〇
月
一
＝
日
の
日
記
に
木
戸
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
伊
藤
博
文
来
聴
、
過
日
来
の
朝
議
紛
転
の
末
、
副
島
参
議
・
西
郷
・
後
藤
・
板
垣
・
江
藤
諸
参
議
の
同
論
に
て
此
度
の
議
論
を
改
て
起
さ
ん
こ
と
を
岩
倉

　
　
大
臣
に
請
ひ
、
大
臣
こ
れ
を
許
せ
し
と
、
依
て
又
再
議
論
の
藍
革
に
趣
か
ん
こ
と
を
憂
ひ
、
為
天
下
不
堪
悲
慨
博
文
亦
号
泣
数
刻

　
再
評
議
は
朝
鮮
問
題
自
体
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
…
五
日
決
定
の
変
更
の
可
能
性
を
ふ
く
み
、
再
び
激
論
が
予
想
さ
れ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ

ど
慨
嘆
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
木
戸
・
伊
藤
が
再
評
議
を
嫌
う
の
は
彼
ら
の
関
心
が
す
で
に
朝
鮮
問
題
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
と
一
体
の
も

の
と
し
て
権
力
闘
争
を
考
え
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
一
五
日
の
対
立
の
構
図
の
ま
ま
、
そ
の
決
定
を
覆
す
こ
と
で
、
西
郷
即
時

遣
使
を
葬
る
と
同
時
に
そ
れ
を
支
持
し
た
征
韓
派
を
辞
職
に
追
い
こ
む
こ
と
を
、
彼
ら
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
　
対
決
－
隔
O
月
二
二
麟
一

　
木
戸
・
伊
藤
が
嘆
い
た
閣
議
は
翌
二
二
日
に
本
当
に
開
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
周
知
の
よ
う
に
こ
の
日
、
西
郷
以
下
征
韓
派
五
参
議
は
岩
倉
邸
を
訪
れ
彼
と
激
論
を
闘
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
対
決
は
閣
議
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
第
一
に
、
閣
議
な
ら
政
府
内
で
開
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
前
日
の
副
島
か
ら
西
郷
へ
の
依
頼
は
「
出
仕
」
す
べ
し

　
　
⑯

と
あ
る
）
が
、
対
決
の
場
所
は
岩
倉
邸
で
あ
る
。
第
二
に
岩
倉
が
開
催
に
合
意
し
た
以
上
、
閣
議
な
ら
内
治
派
参
議
も
出
席
す
べ
き
で
あ
る
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（
彼
ら
の
辞
表
は
ま
だ
受
理
さ
れ
て
い
な
い
）
が
、
訪
問
者
に
彼
ら
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
二
二
日
の
閣
議
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
再
評
議
の
閣
議
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ニ
ニ
日
の
お
そ
ら
く
朝
、
西
郷
ら
が
訪
れ
る
前
の
岩
倉
に
大
久
保
は
以
下
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
翁
大
久
保
文
書
隔
五
、
八
四
、
八
五
頁
）
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
ら
　
　
カ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぬ

　
　
昨
夜
ハ
御
妨
奉
申
上
候
。
其
節
御
預
申
上
候
二
冊
返
上
仕
候
闘
、
御
収
手
可
被
成
下
候
。
別
二
異
存
無
御
坐
候
…
…
扱
而
明
日
之
処
国
家
安
危
二
係
る
御

　
　
　
ヤ
　
　
カ

　
　
大
事
、
只
々
御
｝
身
二
基
す
る
一
挙
と
奉
素
馨
。
黒
虫
不
抜
之
御
忠
誠
必
ス
御
貫
徹
あ
ら
せ
ら
れ
候
事
と
毫
も
不
容
疑
候
。
熟
往
事
を
回
照
す
れ
ハ
、
丁

　
　
卯
難
事
御
璽
発
　
鴨
之
御
婆
を
以
基
本
を
開
か
せ
ら
れ
、
終
二
今
日
に
立
至
り
候
処
、
量
図
如
此
節
を
生
し
偶
然
御
零
任
に
帰
し
候
も
畢
寛
天
賦
と
い
ふ

　
　
　
へ
し
。
是
閣
下
を
し
て
始
終
を
全
ふ
せ
し
む
る
の
謂
乎
と
愚
考
仕
候
。
実
二
乍
御
太
儀
御
負
諸
費
下
言
様
千
客
万
藤
仕
候

　
こ
こ
で
大
久
保
は
岩
倉
の
奮
闘
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
日
閣
議
が
行
わ
れ
る
な
ら
ま
さ
に
そ
こ
で
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
実
際
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
明
日
之
処
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
明
日
之
処
し
と
は
、
二
三
日
の
上
奏
を
指
し
て
お
り
、
そ

の
た
め
に
岩
倉
の
上
奏
文
案
（
「
二
冊
」
）
の
検
討
も
二
人
の
問
で
行
わ
れ
て
い
た
。
二
二
日
の
閣
議
を
行
わ
ず
に
こ
の
ま
ま
二
三
日
に
上
奏
を
行

う
と
い
う
方
針
を
こ
の
と
き
彼
ら
は
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
書
簡
の
冒
頭
（
「
昨
夜
ハ
御
妨
奉
申
上
候
」
）
に

ふ
れ
ら
れ
て
い
る
一
二
日
夜
の
大
久
保
の
岩
倉
訪
問
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
一
日
の
夜
岩
倉
ら
が
考
え
た
上
奏
方
針
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
三
条
の
決
す
る
所
（
一
五
日
決
定
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

余
が
見
る
所
（
岩
倉
の
遣
使
延
期
論
）
と
両
々
奏
聞
し
、
震
断
以
て
決
を
取
ら
ん
と
欲
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
の
上
奏
の
方
式
で
は
、

正
院
で
の
決
定
が
そ
の
ま
ま
上
奏
さ
れ
裁
可
老
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
天
皇
が
裁
可
を
拒
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
実
質
的
決
定
は
事

実
上
正
院
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
岩
倉
の
行
お
う
と
す
る
の
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
主
張
を
示
し
た
上
で
天
皇
の
選
択

を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
異
例
の
上
奏
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
上
奏
を
行
う
な
ら
、
閣
議
で
の
意
見
対
立
は
天
皇
の
前
に

露
呈
さ
れ
る
。
そ
し
て
天
皇
が
一
方
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
そ
の
反
対
論
者
の
立
場
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
辞
任
に
つ
な
が
る
こ
と
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に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
朝
鮮
問
題
の
決
定
と
権
力
闘
争
は
一
体
化
し
、
政
変
は
不
可
避
と
な
る
。
そ
れ
が
岩
倉
・
大
久
保
の
望
み
だ
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
上
奏
方
針
が
決
め
ら
れ
た
一
二
日
の
夜
、
彼
ら
は
政
変
後
の
新
政
府
の
組
織
に
つ
い
て
も
相
談
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
使
節
団
派
は
留
守
政
府
の
新
任
参
議
の
勢
力
削
減
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
一
〇
月
一
四
日
、
一
五
日
の
閣
議
以
前
に
お
い
て
は
そ
れ
は
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

議
の
地
位
よ
り
の
罷
免
、
旧
地
位
へ
の
降
格
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
閣
議
直
前
に
は
二
段

階
閣
議
論
の
支
持
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
者
の
問
で
決
裂
回
避
の
強
い
意
向
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
西
郷
の
固
執
に
よ
り
妥
協
が
成
立

せ
ず
、
両
日
の
閣
議
で
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
り
両
者
は
先
鋭
に
対
立
し
、
政
府
の
分
裂
に
い
き
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
結
果
、
抗
争
は
激
烈
な

も
の
と
な
り
、
一
方
の
放
逐
を
意
図
す
る
も
の
に
ま
で
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
岩
倉
ら
の
考
え
る
上
奏
方
針
で
決
定
的
意
味
を
持
つ
の
は
、
天
皇
の
意
向
で
あ
り
、
天
皇
が
訪
韓
即
時
遣
使
を
支
持
す
れ
ぼ
、
逆
に
彼
ら
の

失
脚
と
な
る
。
だ
が
岩
倉
ら
は
、
一
…
三
日
の
上
奏
で
の
岩
倉
の
雄
弁
の
み
に
勝
敗
を
か
け
る
よ
う
な
危
険
を
お
か
す
気
は
な
か
っ
た
。
天
皇
に

対
す
る
事
前
工
作
蕪
宮
中
工
作
が
秘
密
の
内
に
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ニ
ニ
日
徳
大
寺
宮
内
卿
は
岩
倉
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
書
き
送

っ
て
い
る
（
「
征
韓
論
一
件
」
所
収
）
。

　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
モ
　
　
へ

　
　
御
書
謹
諦
。
過
日
極
内
々
云
々
奏
上
黒
総
、
何
人
ヨ
リ
切
迫
言
上
候
と
も
〔
天
皇
が
〕
少
シ
も
御
動
き
無
様
小
生
と
も
此
上
厚
ク
注
意
可
仕
、
且
東
久
世

　
　
　
（
通
禧
、
侍
従
長
）
上
着
得
ト
申
含
候
而
、
当
分
之
処
両
人
（
徳
大
寺
・
東
久
世
）
必
膝
替
リ
甲
立
侯
仕
り
緩
急
御
助
ケ
申
上
候
様
〔
と
の
岩
倉
の
〕
御

　
　
念
諭
何
も
拝
承
仕
候
。
精
々
厚
ク
注
意
可
仕
仕
出
必
御
安
心
可
給
候
、
閣
下
（
岩
倉
）
明
日
ハ
御
出
仕
之
御
心
得
之
由
雷
上
可
仕
置
候
。
今
日
退
出
懸
参

　
　
邸
可
仕
旨
敬
承
致
候
。
早
々
御
請
拝
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
書
簡
は
二
二
碍
の
西
郷
ら
と
の
対
決
後
、
彼
ら
の
宮
中
参
入
へ
の
警
戒
を
求
め
た
岩
倉
の
書
簡
に
徳
大
寺
が
答
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
「
過
日
極
内
々
云
々
奏
上
之
事
」
の
く
だ
り
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
二
】
日
以
前
に
す
で
に
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
徳
大
寺

宮
内
卿
よ
り
の
秘
密
上
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
奏
の
内
容
は
、
こ
の
よ
う
な
書
簡
が
岩
倉
・
徳
大
寺
間
で
往
復
し
て

い
た
こ
と
よ
り
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
岩
倉
ら
内
治
派
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
「
過
日
〔
徳
大
寺
が
〕
極
内
々
云
々
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奏
上
下
腿
」
は
、
「
〔
今
後
〕
何
人
ヨ
リ
〔
反
対
の
見
解
を
〕
切
迫
言
上
候
と
も
〔
天
皇
が
〕
少
シ
も
御
動
き
（
意
見
変
更
）
無
様
小
生
と
も
此
上
厚
ク

注
意
可
仕
」
、
と
あ
る
こ
と
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
と
き
天
皇
は
秘
密
上
奏
さ
れ
た
内
治
派
の
見
解
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
徳
大
寺
・

東
久
世
ら
天
皇
側
近
を
取
り
こ
ん
だ
岩
倉
ら
の
勝
利
で
あ
る
。
そ
し
て
岩
倉
ら
と
天
皇
側
近
の
工
作
は
さ
ら
に
進
ん
で
い
た
。
同
じ
く
二
二
日

付
の
岩
倉
宛
書
簡
（
「
征
三
論
一
件
」
所
収
）
で
徳
大
寺
・
東
久
世
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
カ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
つ

　
　
御
書
拝
読
候
。
先
時
御
内
謡
仕
候
明
日
勅
答
云
々
別
紙
御
園
髄
鼠
落
手
、
東
久
世
示
談
別
紙
認
気
候
得
共
、
甚
不
文
故
御
回
し
之
案
ノ
方
二
塁
治
定
候
方

　
　
可
然
哉
与
存
候
、
猶
思
召
も
候
は
」
可
示
給
候
、
傍
及
貴
筈
候
也

　
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
明
日
勅
答
云
々
呈
露
」
と
は
岩
倉
の
上
奏
へ
の
勅
答
案
と
兇
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
実
際
の
上
奏
の
前

日
、
そ
れ
へ
の
勅
答
が
岩
倉
ら
に
よ
っ
て
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
皇
の
裁
断
に
よ
る
決
着
と
い
う
岩
倉
の
主
張
は
、
実
際
に

は
虚
妄
で
あ
り
、
回
答
は
前
も
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
閣
議
に
無
断
で
宮
内
卿
よ
り
内
密
の
上
奏
（
し
か
も
閣
議
決
定
と
異
な
る
上
奏
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
・
天
皇
側
近
に
働
き
か
け
彼
ら
に
政
治
的
行

動
を
と
ら
せ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
宮
中
陰
謀
で
あ
り
、
不
明
朗
な
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
岩
倉
ら
は
自
分
た
ち
の
勝
利
の
た
め
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
て
こ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
宮
垣
工
作
が
進
行
し
て
い
る
以
上
、
岩
倉
ら
に
と
り
二
三
日
目
上
奏
自
体
に
は
不
安
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
、

閣
議
を
開
か
ず
異
例
な
上
奏
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
へ
の
聖
心
派
の
反
発
で
あ
っ
た
。
二
三
日
の
上
奏
の
前
に
征
塁
上
の
抗
議
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
岩
倉
ら
は
予
想
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
先
の
ニ
ニ
日
付
岩
倉
宛
書
簡
で
大
久
保
が
王
政
復
古
ク
ー
デ
タ
ー
を
回
顧
し
岩
倉
を

激
励
し
、
こ
れ
に
こ
た
え
岩
倉
も
「
不
肖
実
二
恐
怖
之
至
二
存
候
得
共
、
不
抜
之
一
心
壁
貫
徹
之
覚
悟
」
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
八
六
頁
）
と
決

意
を
述
べ
る
の
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
征
韓
派
の
反
発
は
岩
倉
ら
が
予
想
し
た
二
三
日
で
は
な
く
、
二
二
日
に
起
き
た
。
そ
れ
が
西
郷
ら
の
岩
倉
邸
訪
問
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

論
の
焦
点
は
、
岩
倉
の
行
お
う
と
す
る
上
奏
の
異
例
に
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
江
藤
が
論
難
し
た
。
江
藤
の
批
判
は
、
太
政
大
臣
代
理
た
る
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岩
倉
は
三
条
の
意
志
と
異
な
る
行
為
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
代
理
論
と
と
も
に
天
皇
の
政
治
的
役
割
論
よ
り
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

「
主
上
聖
齢
未
だ
壮
に
至
り
玉
は
ず
。
聡
明
英
智
に
を
は
し
ま
す
と
錐
も
、
内
外
の
事
熟
知
し
玉
は
ざ
る
者
多
し
。
故
に
事
大
小
と
な
く
、
皆

大
臣
参
議
は
議
定
を
以
て
奏
聞
す
る
に
非
ず
や
。
未
だ
嘗
て
主
上
の
独
断
専
決
に
出
る
も
の
あ
ら
ず
。
而
し
て
只
此
の
一
事
を
以
て
、
是
非
を

跡
職
に
決
せ
ず
し
て
、
一
に
之
を
震
断
に
因
ら
ん
と
欲
す
る
は
、
何
ぞ
。
此
れ
難
を
主
上
に
帰
す
る
も
の
に
し
て
、
不
臣
甚
だ
し
と
言
は
ざ
る

可
け
ん
や
」
、
と
い
う
一
種
の
天
皇
機
関
説
的
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
岩
倉
は
「
慮
り
と
難
も
、
事
両
端
に
曲
り
、
是
非
決
し
難
き
者
、

之
を
誤
断
に
取
る
に
非
ざ
れ
ば
焦
れ
を
定
む
る
の
道
な
し
」
と
主
張
し
た
。
天
皇
の
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
の
両
者
の
主
張
は
、
従
来
の
明
治

政
府
の
政
務
の
運
営
よ
り
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
江
藤
に
分
が
あ
っ
た
。
し
か
し
岩
倉
は
、
江
藤
ら
が
「
如
何
様
議
論
に
て
も
一
歩
も
不
動
段
及
演

舌
」
ん
だ
（
『
岩
倉
文
書
』
五
、
三
五
六
頁
）
。
こ
の
た
め
彼
ら
は
、
「
右
之
通
に
御
決
し
之
上
は
無
致
方
と
の
事
に
て
各
被
引
取
」
た
の
で
あ
る
（
同
）
。

　
こ
の
対
決
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
征
韓
派
の
足
並
み
の
乱
れ
で
あ
る
。
『
木
戸
日
記
』
の
一
〇
月
二
三
日
条
は
、
会
談
の
模
様
を
以
下
の
よ

う
に
記
す
。
「
昨
日
西
郷
板
垣
後
藤
江
藤
副
島
五
参
議
岩
倉
大
臣
へ
迫
り
朝
鮮
一
条
を
欲
決
、
然
る
に
其
前
副
島
の
総
て
再
論
す
る
云
々
他
の

参
議
皆
不
知
、
依
て
副
島
と
板
垣
と
却
て
議
論
を
生
す
。
板
垣
等
は
朝
鮮
論
已
に
決
只
其
方
略
を
論
ず
る
玉
垣
と
云
」
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と

き
副
島
が
朝
鮮
問
題
再
評
議
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
板
垣
は
一
五
日
目
決
定
を
前
提
に
方
略
の
み
を
論
ず
べ
し
と
主
張
、
両
者
の
間
に
議
論

さ
え
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
日
の
閣
議
で
再
評
議
が
決
め
ら
れ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
板
垣
が
か
か
る
主
張
を
行
っ
た
の
は
、

彼
に
対
し
十
分
な
連
絡
・
調
整
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
既
述
の
一
九
日
の
閣
議
の
出
席
者
に
は
板
垣
の
名
は

な
い
）
。
密
接
に
連
絡
し
て
策
謀
を
進
め
て
い
る
内
治
派
に
対
し
て
、
征
一
派
は
あ
ま
り
に
不
統
一
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
条
発
病
後
、
直
ち

に
岩
倉
を
代
理
と
さ
せ
た
こ
と
や
、
再
評
議
の
容
認
と
い
う
妥
協
的
姿
勢
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
露
頭
派
は
、
内
治
派
が
断
固
と
し
て
権
力
闘

争
を
挑
ん
で
い
る
こ
と
さ
え
よ
く
判
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
態
で
あ
る
以
上
、
二
二
日
の
対
決
で
岩
倉

が
あ
く
ま
で
自
論
を
押
し
と
お
し
た
時
、
彼
ら
は
有
効
な
反
撃
策
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
引
き
下
が
る
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
　
上
奏
一
一
〇
月
二
三
、
二
四
日
－

　
西
郷
ら
征
韓
派
と
の
対
決
を
お
え
た
岩
倉
は
即
身
に
会
談
の
様
子
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
明
日
の
予
定
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た

（『

竭
q
文
書
』
五
、
　
三
五
六
頁
）
。

　
　
三
木
は
議
論
全
く
網
済
候
に
付
、
明
二
十
三
臼
は
朝
九
時
迄
に
皇
居
参
入
意
見
巨
細
言
上
寅
断
を
仰
ぎ
千
言
太
政
官
へ
参
入
可
致
と
野
饗

　
二
二
日
朝
の
不
安
は
こ
こ
で
は
全
く
髭
を
ひ
そ
め
て
い
る
。
彼
は
勝
利
を
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
岩
倉
は
こ
の
日
の
内
に
大
久
保
と

政
変
後
の
政
府
体
制
の
青
写
真
を
描
き
は
じ
め
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
一
三
日
朝
予
定
ど
お
り
岩
倉
の
上
奏
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
予
想
外
の
事
態
が
発
生
し
た
。
右
の
伊
藤
宛
書
簡
の
よ
う
に
岩
倉
は
上

奏
後
直
ち
に
震
断
を
受
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
文
案
が
二
二
日
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
上
奏
へ
の
天
皇
の
反
応
は
予
想
と
異
な
り
、
「
国
家
重
事
件
厚
御
賢
考
金
被
遊
伊
里
、
明
朝
御
返
事
可
伺
出
」
と
い
う
も
の
で
あ

　
㊧
、つ
た
。
天
皇
は
即
答
を
さ
け
明
日
答
え
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
天
皇
を
自
派
の
薬
籠
中
に
い
れ
る
宮
中
工
作
に
、
岩
倉
は
自
信
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
土
壇
場
で
あ
や
し
く
な
っ
た
。
予
想
外
の
事
態
に
岩
倉
は
困
惑
し
、
大
久
保
に
事
情
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
「
御
一
覧
御
口
答
二
男
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

御
書
取
二
而
も
御
高
念
御
内
示
可
給
候
」
と
彼
の
意
見
を
求
め
た
。

　
し
か
し
岩
倉
の
困
惑
も
そ
の
日
の
内
に
お
さ
ま
っ
た
。
同
じ
く
二
三
日
岩
倉
は
大
隈
に
書
簡
を
送
り
（
『
大
隈
文
書
』
二
、
一
九
七
頁
）
、
震
断

が
明
日
と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
が
、
す
ぐ
「
尤
御
掛
念
之
筋
ハ
毛
頭
無
之
侯
」
と
言
い
、
さ
ら
に
「
就
而
ハ
辞
表
差
出
三
聖
井
所
労
不
参
之

人
々
明
朝
処
分
可
致
候
」
と
、
征
馬
派
の
処
分
を
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
考
え
は
か
わ
っ
て
お
ら
ず
、
早

昼
の
延
期
は
慎
重
を
期
す
た
め
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
延
期
の
判
断
は
、
岩
倉
ら
周
囲
の
思
惑
を
は

な
れ
て
天
皇
自
ら
が
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
自
主
的
政
治
行
動
の
お
そ
ら
く
最
初
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
西
郷
は
一
三
霞
の
対
決
後
、
辞
表
を
認
め
帰
郷
の
途
に
つ
い
た
。
板
垣
・
後
藤
・
江
藤
・
副
島
も
二
三
B
辞
表
を
提
出
し
た
。
翌
二
四
日
天

皇
は
岩
倉
の
上
奏
を
認
め
る
勅
答
を
下
し
、
大
久
保
・
木
戸
の
辞
表
を
却
下
、
西
郷
以
下
五
参
議
の
辞
表
は
受
理
さ
れ
た
。
内
治
派
の
勝
利
は
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こ
こ
に
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

①
「
朝
鮮
一
条
云
々
御
密
書
拝
読
仕
候
…
右
二
付
而
ハ
今
ご
冨
申
上
度
儀
御
坐
候

　
闘
、
ウ
ル
サ
ク
思
召
モ
可
右
一
之
候
へ
共
閣
下
廟
見
大
之
御
一
容
鳳
出
を
以
御
筆
被
濃
度
」

　
と
一
〇
月
一
七
日
付
の
岩
倉
宛
夢
藤
書
簡
（
「
征
韓
論
…
件
」
所
収
）
に
明
ら
か
な

　
よ
う
に
伊
藤
も
逆
転
工
作
に
熱
中
す
る
に
い
た
っ
た
。
な
お
毛
利
残
は
前
掲
『
明

　
治
六
年
政
変
臨
で
、
岩
倉
が
逆
転
に
む
け
て
動
く
の
は
大
久
保
が
辞
袈
を
提
出
し

　
た
一
七
日
以
降
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
一
九
一
～
一
九
三
頁
）
が
、
こ
れ
は
妥

　
当
で
は
な
い
。

②
明
治
六
年
一
〇
月
一
七
臼
付
三
条
宛
岩
倉
書
簡
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
七
一

　
頁
）
。
引
用
部
の
前
に
は
「
昨
臼
（
一
六
霞
）
拝
別
後
御
評
議
窮
豊
津
方
苦
慮
之

　
処
、
実
二
不
容
易
国
家
之
重
礁
反
復
愚
考
候
而
も
」
の
文
が
あ
り
、
こ
れ
よ
り
一

　
六
日
の
会
談
で
す
で
に
以
下
の
内
容
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

⑧
④
　
明
治
六
年
一
〇
月
｝
七
日
付
大
隈
宛
岩
倉
書
簡
（
前
掲
『
岩
食
公
実
記
隔
下
、

　
七
〇
頁
）
。

⑤
⑥
　
黒
田
の
宮
島
誠
一
郎
へ
の
下
図
録
（
「
西
郷
大
久
保
黒
田
三
先
輩
書
簡
」
、
『
宮

　
島
誠
一
郎
闘
係
文
書
』
〔
憲
政
資
料
室
蔵
〕
一
〇
五
〇
）
。
な
お
一
七
日
深
夜
、
三

　
条
が
西
郷
を
呼
ん
だ
こ
と
は
一
〇
月
二
一
日
の
宮
島
日
記
（
前
掲
「
養
浩
堂
臼
録

　
明
治
六
年
」
）
の
以
下
の
記
事
に
確
認
し
う
る
。

　
　
〔
三
条
の
〕
御
見
舞
参
上
森
寺
（
三
条
家
扶
）
二
面
会
御
機
嫌
相
伺
候
購
、
十

　
　
七
霞
之
夜
馬
入
り
岩
倉
家
風
〔
三
条
が
〕
被
参
、
夜
半
〔
三
条
が
〕
西
郷
御
呼

　
　
立
二
相
成
、
無
明
迄
不
寝
心
配
被
致
候
処
、
果
テ
翌
日
不
快
云
々

⑦
お
そ
ら
く
岩
倉
の
辞
表
を
三
口
に
提
出
す
る
こ
と
で
、
彼
に
変
説
へ
の
圧
力
を

　
か
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑧
　
明
治
六
年
一
〇
月
一
八
日
付
大
久
保
宛
木
戸
憲
簡
・
伺
日
付
木
戸
宛
大
久
保
書

　
簡
（
『
大
久
保
文
書
』
五
、
七
七
、
七
八
／
七
四
～
七
六
頁
）
・
『
大
久
保
露
記
隔

　
一
〇
月
一
八
日
条
。

⑨
　
明
治
穴
年
一
〇
月
一
九
日
置
大
久
保
宛
黒
田
書
簡
（
立
教
大
学
日
本
史
研
究
会

　
編
『
大
久
保
利
通
閨
係
文
書
』
三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
、
一
一
頁
）
．

　
同
日
付
黒
田
宛
大
久
保
霧
簡
（
『
大
久
保
文
懇
』
五
、
七
日
、
七
九
頁
）
。

⑩
「
幸
二
岩
公
署
大
久
保
も
憤
励
尽
力
候
よ
し
為
天
下
不
堪
欣
躍
候
」
（
明
治
六

　
月
一
〇
月
二
〇
日
付
大
隈
宛
木
戸
書
簡
、
『
大
隈
文
書
隔
二
、
一
九
五
頁
）
。

⑪
　
明
治
六
年
一
〇
月
｝
八
日
付
江
藤
宛
大
木
・
板
垣
・
副
島
書
簡
（
的
野
半
介

　
『
江
藤
南
白
隔
下
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
六
八
年
、
二
五
三
頁
）
。
な
お
一
入
日

　
に
出
仕
し
て
い
た
参
議
は
こ
の
差
出
人
名
よ
り
推
定
し
た
。
ま
た
江
藤
は
一
七
日

　
に
辞
表
を
提
出
し
て
お
り
（
前
掲
「
岩
倉
公
伝
記
史
料
外
交
関
係
婁
三
一
ご
）
、
当

　
時
出
仕
し
て
い
な
か
っ
た
。

⑫
明
治
六
年
一
〇
月
一
八
日
付
江
藤
宛
達
書
（
前
掲
『
江
藤
南
白
』
下
、
二
五
四

　
頁
）
。

⑬
⑭
　
明
治
六
年
一
〇
月
二
一
日
付
綱
野
利
秋
・
溺
府
晋
介
宛
西
郷
霞
簡
（
『
大
西

　
郷
全
集
』
二
、
一
九
二
七
年
、
七
九
四
、
七
九
五
頁
）
。

⑮
す
ぐ
後
に
述
べ
る
よ
う
に
再
評
議
は
、
策
謀
を
進
め
る
内
治
派
に
と
り
望
ま
し

　
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
岩
倉
が
こ
こ
で
こ
れ
を
了
承
し

　
た
の
は
、
正
規
の
閣
議
を
へ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑯
本
章
註
⑬
。

⑰
桐
野
利
秋
談
話
（
黒
寵
会
編
『
西
南
記
伝
』
上
一
、
原
醤
房
復
刻
、
｝
九
六
九

　
年
、
附
録
）
七
頁
。
読
点
は
原
肥
。
な
お
こ
の
談
話
は
『
岩
倉
公
実
記
』
下
の
岩

　
倉
と
征
韓
派
五
参
議
会
談
の
記
述
（
七
四
、
七
五
頁
）
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
も

　
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
う
　
　
ゐ

⑱
「
昨
夜
も
申
上
候
通
諸
省
卿
参
議
兼
帯
二
而
候
得
者
子
細
も
無
御
坐
甜
瓜
共
」

　
云
女
（
明
治
六
年
一
〇
月
一
一
二
日
付
岩
倉
宛
大
久
保
馨
簡
、
『
大
久
保
文
書
』
五
、

　
八
七
頁
）
。
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⑲
　
「
他
の
数
参
議
（
新
参
議
）
は
都
て
四
品
に
復
せ
し
め
は
可
然
の
〔
大
隈
の
〕

　
論
も
有
之
候
。
僕
（
陸
奥
）
大
に
之
を
聲
成
せ
り
。
」
（
…
○
月
一
一
日
付
伊
藤
宛

　
陸
奥
磐
簡
、
前
章
註
⑯
、
句
読
点
は
原
書
）
。
こ
の
書
簡
は
前
日
一
〇
臼
の
大
隈

　
と
の
会
談
の
内
容
を
報
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
隈
・
陸
奥
は
こ
の
段
階
に
お
い

　
て
と
も
に
使
節
団
派
に
く
み
し
て
い
た
。

⑳
　
ニ
ニ
日
岩
倉
は
大
久
保
に
西
郷
ら
と
の
対
決
の
模
様
を
報
じ
た
が
、
そ
の
中
で

　
「
茄
仮
ヨ
リ
准
～
退
之
咄
モ
無
之
引
取
候
、
甘
六
様
子
疑
ラ
ク
ハ
赤
坂
（
仮
御
所
）
山
山
頭
モ

難
計
孕
存
墜
と
西
郷
ら
が
覆
妻
す
る
・
・
と
へ
の
危
惧
蓬
べ
た
上
で
、

　
「
別
紙
徳
卿
返
事
御
一
覧
置
可
給
候
」
と
記
し
た
（
冊
大
久
保
文
書
勲
臣
、
八
九

　
頁
）
。
そ
し
て
こ
の
書
簡
を
受
け
た
大
久
保
は
同
日
の
岩
倉
宛
の
手
紙
で
「
赤
坂

　
之
方
も
徳
卿
御
紙
面
之
趣
二
候
得
糊
置
気
遣
有
之
ま
し
く
」
と
述
べ
た
（
同
、
八

　
六
頁
）
。
こ
の
岩
倉
・
大
久
保
書
簡
が
書
及
し
て
い
る
　
「
徳
卿
返
事
」
が
本
文
の

　
徳
大
寺
書
簡
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑳
こ
の
政
変
の
過
程
で
大
久
保
ら
が
何
ら
か
の
諜
略
奪
ニ
ノ
秘
策
」
を
行
っ
た

　
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
通
説
で
は
、
こ
の
諜
略
は
岩
倉
を
太
政
大
臣
代
理

　
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
過
性
の
病
気
で
は
あ
っ
て
も
三

　
条
は
直
ち
に
職
務
に
も
ど
れ
る
状
態
に
は
な
く
、
敵
務
を
渋
滞
さ
せ
な
い
た
め
に

　
は
、
太
政
大
臣
代
理
の
任
命
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
本
文
で
見
た
よ
う
に
、
こ

　
の
任
命
は
征
日
豊
が
大
半
を
し
め
る
閣
議
で
正
院
章
程
通
り
決
定
し
た
も
の
で
あ

　
り
（
征
韓
派
に
と
っ
て
も
西
郷
遣
使
の
速
や
か
な
裁
可
の
た
め
に
は
代
理
の
任
命

お
　
わ
　
り
　
に

　
が
必
要
で
あ
る
）
、
通
説
は
成
り
立
た
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
　
こ
の
「
一
ノ
秘
策
」
は
大
久
保
の
意
を
受
け
た
黒
田
が
、
吉
井
友
実
（
宮
内
少

　
輔
）
を
通
し
て
徳
大
寺
宮
内
卿
に
働
き
か
け
実
行
し
た
も
の
で
あ
り
（
本
章
註
⑨
）
、

　
徳
大
寺
を
キ
ー
と
す
る
何
ら
か
の
宮
中
陰
謀
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
点
よ
り
見
て
こ
の
徳
大
寺
の
秘
密
上
奏
が
「
一
ノ
秘
策
」
の
内
容
で
あ
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
。

⑫
　
以
下
の
対
決
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
章
註
⑰
に
よ
る
。
た
だ
し
桐
野
は
、
論
難

　
し
た
も
の
を
副
島
と
し
て
い
る
が
、
『
木
戸
日
記
』
の
「
江
藤
又
大
臣
へ
迫
り
大

　
臣
異
見
同
意
す
ぺ
か
ら
ざ
る
」
云
々
の
記
述
（
一
〇
月
二
三
臼
条
）
よ
り
見
て
、

　
こ
れ
は
江
藤
で
あ
り
、
桐
野
の
錯
誤
で
あ
ろ
う
。

＠
　
明
治
六
年
一
〇
月
二
二
日
遅
大
久
保
宛
岩
倉
露
簡
・
同
日
付
岩
倉
宛
大
久
保
書

　
簡
（
『
大
久
保
文
書
熱
五
、
八
九
、
九
〇
／
八
六
～
八
八
頁
）
。

⑳
　
な
お
現
在
知
ら
れ
て
い
る
形
の
岩
倉
上
奏
文
（
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
入
○
～

　
八
四
頁
）
が
、
実
際
の
も
の
と
は
異
な
り
内
治
派
に
よ
り
事
後
に
差
し
替
え
ら
れ

　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
拙
稿
「
征
韓
論
政
変
と
朝
鮮
政
策
」
∬
章
駐
⑮
で

　
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑮
⑳
　
明
治
六
年
一
〇
月
一
一
三
日
付
大
久
保
宛
岩
倉
磐
簡
（
『
大
久
保
文
露
』
五
、

　
一
〇
三
、
　
一
〇
四
頁
）
。
な
お
こ
の
天
皇
の
対
応
が
予
想
外
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

　
と
を
は
じ
め
て
搭
塾
し
た
の
は
姜
前
掲
欝
で
あ
る
（
二
四
〇
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

本
稿
で
検
討
し
た
征
韓
論
政
変
の
政
治
過
程
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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（

岩
倉
使
節
団
の
出
発
に
際
し
、
井
上
膵
大
蔵
省
の
主
導
の
も
と
に
約
定
書
が
調
印
さ
れ
た
。
使
節
団
派
遣
中
の
国
内
改
革
の
主
導
権
を
木
戸
　
7
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派
の
手
に
確
保
す
る
こ
と
が
、
井
上
の
意
図
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
の
意
図
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
留
守
政
府
に
お
い
て
、
文
部

省
な
ど
諸
国
家
機
構
は
各
々
独
自
に
改
革
を
す
す
め
よ
う
と
し
、
こ
れ
を
お
さ
え
よ
う
と
す
る
大
蔵
省
と
対
立
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
留
守
政
府
は
内
証
の
激
し
い
不
安
定
な
政
府
と
な
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
政
府
の
開
化
政
策
の
強
行
は
、
士
族
な
ど
社
会
各
層
の
不
満
を

ま
ね
い
た
。

　
こ
う
し
た
政
府
内
外
の
緊
張
が
高
ま
る
と
、
留
守
政
府
内
で
は
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
対
外
強
硬
志
向
が
強
ま
り
、
明
治
五
年
後
半
に
は
征

馬
論
が
大
勢
を
し
め
る
に
い
た
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
井
上
羅
大
蔵
省
は
強
く
抵
抗
、
こ
れ
が
歯
止
め
と
な
り
、
出
兵
論
は
決
定
さ
れ
な
か

っ
た
。

　
し
か
し
明
治
六
年
五
月
の
政
変
（
太
政
官
潤
飾
）
で
井
上
が
尖
脚
、
木
戸
派
大
蔵
省
が
崩
壊
し
、
埋
木
学
派
が
政
府
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
る

と
、
対
外
強
硬
論
へ
の
政
府
内
の
歯
止
め
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
六
年
に
は
農
民
一
揆
の
頻
発
な
ど
国
内
の
緊
張
は
一
層

高
ま
り
、
政
府
の
対
外
強
硬
論
の
志
向
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
六
月
か
七
月
、
朝
鮮
よ
り
広
津
報
告
が
到
着
。
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
対
外
強
硬
志
向
が
朝
鮮
に
向
か
っ
て
噴
出
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
八
月
一
七
日
に
は
対
朝
開
戦
に
い
た
る
可
能
性
の
極
め
て
高
い
西
郷
遣
使
を
閣
議
は
「
内
決
」
し
、
あ
と
は
岩
倉
帰
国
後

の
再
評
議
を
ま
つ
の
み
と
な
っ
た
。

　
一
方
使
節
団
の
大
久
保
・
木
戸
は
岩
倉
に
先
立
っ
て
七
月
ま
で
に
帰
国
し
て
い
た
。
そ
し
て
木
戸
派
大
蔵
省
の
崩
壊
に
怒
る
木
戸
の
み
な
ら

ず
大
久
保
も
、
留
守
政
府
に
反
発
、
岩
倉
帰
国
後
の
政
府
改
革
を
期
し
、
彼
ら
は
当
面
政
府
へ
の
不
出
仕
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
行
っ
た
。

　
九
月
一
三
日
つ
い
に
岩
倉
は
帰
国
、
政
府
の
混
迷
状
態
に
直
面
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
岩
倉
の
解
決
策
は
、
大
久
保
・
木
戸
を
中
心
と
す
る

政
権
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
た
め
彼
ら
に
政
府
へ
の
復
帰
を
要
請
し
た
。
彼
ら
は
要
請
に
な
か
な
か
応
じ
な
か
っ
た
が
、
結
局
一
〇
月

上
旬
に
は
復
帰
を
了
承
し
た
。
こ
の
結
果
、
彼
ら
を
ふ
く
め
た
閣
議
で
政
府
改
造
な
ど
諸
懸
案
を
討
議
す
る
こ
と
が
、
政
局
の
次
の
段
階
と
な

る
は
ず
で
あ
っ
た
。
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征韓論政変の政治過程（高橋）

　
し
か
し
一
〇
月
＝
日
、
西
郷
が
自
ら
の
派
遣
に
つ
い
て
の
強
い
決
意
を
表
明
す
る
と
（
こ
の
背
後
に
は
八
月
一
七
日
の
「
内
決
」
に
つ
い
て
の
西

郷
の
誤
解
が
あ
っ
た
）
、
朝
鮮
問
題
は
緊
急
課
題
と
し
て
突
出
し
、
ほ
か
の
懸
案
は
後
景
に
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。
岩
倉
・
大
久
保
・
木
戸
ら
使

節
団
派
は
、
内
治
優
先
・
外
征
阻
止
の
立
場
よ
り
西
郷
遣
使
に
反
対
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
彼
ら
は
、
思
い
つ
め
た
西
郷
の
態
度
を
考

え
、
彼
と
の
決
裂
を
防
ぐ
べ
く
、
遣
使
反
対
論
よ
り
遣
使
延
期
論
に
そ
の
主
張
を
移
行
、
妥
協
を
は
か
っ
た
。
そ
し
て
西
郷
を
除
く
留
守
政
府

も
こ
の
閥
題
で
の
政
府
の
分
裂
を
望
ま
ず
二
段
階
閣
議
論
を
提
唱
し
、
使
節
団
派
も
こ
れ
に
賛
同
し
た
。
し
か
し
一
〇
月
一
四
、
一
五
日
の
閣

議
で
は
、
西
郷
は
妥
協
に
応
じ
ず
、
あ
く
ま
で
遣
使
即
行
を
主
張
、
留
守
政
府
の
他
の
メ
ン
バ
ー
も
こ
れ
に
同
意
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

こ
の
た
め
閣
議
は
両
者
の
先
鋭
な
対
立
の
場
と
な
っ
た
が
、
結
局
太
政
大
臣
三
条
の
決
断
で
即
時
遣
使
が
決
定
さ
れ
、
使
節
団
派
は
敗
北
し
た
。

　
し
か
し
岩
倉
ら
は
、
な
お
あ
き
ら
め
ず
閣
議
直
後
よ
り
逆
転
へ
の
動
き
を
は
じ
め
三
条
に
圧
力
を
か
け
た
。
板
挾
み
と
な
っ
た
三
条
は
一
〇

月
一
八
日
発
病
す
る
。
こ
の
新
事
態
に
、
征
立
派
は
、
一
九
陵
閣
議
を
開
き
、
岩
倉
の
太
政
大
臣
代
理
任
命
と
朝
鮮
問
題
再
評
議
を
決
定
し
た
。

一
方
岩
倉
ら
は
、
さ
ら
に
大
久
保
と
も
連
係
し
、
逆
転
へ
の
策
謀
を
す
す
め
て
い
た
。
そ
し
て
一
一
一
吾
々
、
岩
倉
・
大
久
保
は
以
下
の
戦
略
を

決
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
翌
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
再
評
議
は
行
わ
ず
、
一
五
日
閣
議
決
定
と
こ
れ
に
反
対
す
る
岩
倉
の
意
見
の
双
方
を
二
三

日
に
上
奏
し
そ
の
選
択
を
あ
お
ぐ
と
い
う
戦
略
で
あ
る
。
こ
の
戦
略
の
背
景
に
は
、
こ
の
と
き
ま
で
に
天
皇
側
近
へ
の
工
作
を
通
し
七
色
反
対

の
秘
密
上
奏
を
行
い
、
天
皇
の
賛
同
を
え
て
い
た
こ
と
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
西
郷
ら
罵
言
派
五
参
議
は
、
二
二
日
岩
倉

邸
を
訪
問
、
閣
議
決
定
通
り
の
上
奏
を
要
求
し
た
が
、
岩
倉
の
頑
強
な
拒
絶
に
あ
い
、
な
す
と
こ
ろ
な
く
引
き
上
げ
た
。
そ
し
て
翌
二
三
日
上

奏
は
行
わ
れ
、
翌
臼
、
天
皇
は
こ
れ
を
裁
可
す
る
と
と
も
に
征
韓
派
五
参
議
の
辞
表
を
受
理
し
た
。
こ
れ
が
征
書
論
政
変
で
あ
る
。

　
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
政
府
の
分
裂
、
政
変
に
ま
で
行
き
着
い
た
。
両
派
の
間
に
本
来
存
在
し
て
い
た
権
力
次
元
の
対
立
と
両
派
の

朝
鮮
政
策
の
大
き
な
差
異
を
考
え
る
と
、
政
変
の
発
生
は
自
然
な
帰
結
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど

単
純
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
か
た
ち
で
の
政
変
は
必
ず
し
も
不
可
避
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
従
来
明
治
政
府
の
主
要
勢
力
間
の
権
力
抗
争
は
、
大
体
に
お
い
て
政
府
内
の
バ
ラ
ン
ス
の
変
更
の
範
囲
内
で
収
束
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
〇
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月
初
旬
に
お
い
て
は
使
節
団
派
も
こ
の
範
囲
内
で
政
府
改
造
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
朝
鮮
問
題
も
一
〇
月
一
〇
日
ま
で
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
対
抗
が
権
力
次
元
の
対
抗
と
重
な
る
と
は
い
え
、
諸
懸
案
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
一
鞭
日
の
西
郷
の
決
意
表
明

以
降
に
な
る
と
、
こ
れ
は
も
っ
と
も
緊
要
な
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
逆
に
朝
鮮
問
題
で
政
府
が
分
裂
に
至
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と

す
る
動
き
が
、
対
立
す
る
双
方
の
側
に
現
わ
れ
、
な
お
妥
協
の
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
閣
議
で
西
郷
が
遣
使
即
行
に
國
尊
し
た
こ
と
で
妥
協

は
不
可
能
と
な
り
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
両
派
は
、
先
鋭
に
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
し
て
閣
議
で
敗
北
し
た
内
治
派
に
と
っ
て
は
、

朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
逆
転
は
、
権
力
闘
争
に
お
け
る
留
守
政
府
1
1
征
韓
派
の
打
倒
と
重
な
り
あ
う
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
権
力
闘
争
と
朝
鮮

問
題
は
一
体
化
し
、
権
力
抗
争
も
、
政
府
内
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
に
終
わ
ら
ず
、
一
方
の
事
実
上
の
放
逐
と
い
う
激
烈
な
も
の
と
な
る
に

い
た
る
の
で
あ
る
。
西
郷
の
固
執
が
政
変
の
あ
り
方
を
決
定
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
明
治
国
家
の
展
開
と
い
う
広
い
文
脈
に
政
変
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。

　
明
治
四
年
に
入
る
と
政
府
内
外
に
お
い
て
開
化
の
潮
流
が
高
ま
り
、
そ
の
推
進
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
対
立
（
開
化
へ
の
競
合
）
が
生
じ
て
い
た
。

そ
し
て
廃
藩
ク
ー
デ
タ
ー
の
断
行
に
よ
り
そ
の
主
導
権
を
得
た
木
戸
派
は
使
節
団
出
発
以
後
も
、
そ
れ
を
確
保
し
、
開
化
へ
の
競
合
を
凍
結
し

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
試
み
は
失
敗
し
、
開
化
へ
の
競
合
は
継
続
、
こ
の
た
め
留
守
政
府
は
、
暴
走
と
も
い
え
る
ほ
ど
に
開
化
政
策
を
強

行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
開
化
へ
の
潮
流
は
、
明
治
四
年
以
降
、
社
会
の
主
潮
流
と
な
っ
て
お
り
、
政
府
内
の
急
進
改
革
論
は
そ
の
先
端
と
言
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
と
き
彼
ら
は
あ
ま
り
に
急
ぎ
す
ぎ
た
。
開
化
政
策
の
強
行
に
士
族
や
農
民
の
不
満
は
高
ま
り
、
社
会
的
緊
張
は
激
化
し
た
。
明
治

五
年
後
半
以
降
の
留
守
政
府
に
お
け
る
対
外
強
硬
論
の
噴
出
は
、
こ
れ
へ
の
対
抗
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
開
化
政
策
に
敵
対
す
る
た
め
r

で
は
な
く
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
矛
盾
を
外
に
そ
ら
す
た
め
に
、
留
守
政
府
の
大
勢
は
対
外
強
硬
論
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い

て
征
韓
論
政
変
は
、
開
化
へ
の
競
合
の
過
熱
、
開
化
政
策
の
暴
走
の
一
つ
の
帰
結
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
征
韓
論
政
変
は
、
政
治
構
造
に
つ
い
て
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
政
策
推
進
能
力
を
も
つ
勢
力
は
、
広
義
の
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征韓論政変の政治過程（高橋）

政
府
（
廃
藩
前
は
諸
藩
指
導
者
を
ふ
く
む
）
の
内
部
に
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
勢
力
間
の
対
抗
は
政
府
内
で
争
わ
れ
、
そ
の
帰
結
も
、
例
え
ば
明

治
三
年
の
民
蔵
分
離
の
よ
う
に
、
政
府
内
の
勢
力
バ
ラ
ン
ス
の
変
動
と
い
う
か
た
ち
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
野
芝
論
政
変
に
お
い
て
政
府
内

の
抗
争
は
、
西
郷
の
固
執
と
い
う
多
分
に
偶
然
的
要
因
に
よ
り
激
烈
な
も
の
と
な
り
、
政
府
の
分
裂
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
こ
の
政
府
の
分

裂
は
、
在
野
勢
力
に
結
集
核
を
与
え
、
政
権
担
当
能
力
を
も
つ
有
力
な
対
抗
勢
力
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
対
抗
在
野
勢

力
の
成
立
は
、
さ
ら
に
政
治
参
加
層
の
従
来
よ
り
の
一
層
の
拡
大
を
生
み
鵬
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
政
治
の
場
は
政
府
内
の
み
よ
り
、

政
府
・
在
野
の
対
抗
を
ふ
く
む
よ
リ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
の
も
の
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
開
化
へ
の
競
合
は
、
新
た
な
次
元
で
展
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
政
府
自
体
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
政
変
に
よ
り
そ
の
構
成
は
大
き
く
変
化
し
た
。
明
治
二
年
以
降
、
行
政
機
構
の
中
心
を
握
っ
て
い
た

の
は
、
大
蔵
省
を
拠
点
と
す
る
木
戸
派
で
あ
っ
た
。
こ
の
木
戸
派
の
優
位
は
、
一
時
危
機
に
陥
っ
た
が
、
廃
藩
ク
ー
デ
タ
ー
後
の
廃
藩
政
府
に

お
い
て
ふ
た
た
び
確
立
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
留
守
政
府
期
に
は
い
る
と
動
揺
し
、
明
治
六
年
五
月
の
政
変
で
木
戸
派
大
蔵
省
は
崩
壊
し
た
。

し
か
し
こ
こ
で
木
戸
派
を
追
い
落
と
し
た
江
藤
ら
も
実
写
論
政
変
で
失
脚
す
る
。
そ
し
て
政
変
後
の
新
政
府
の
中
心
に
は
、
病
気
で
活
動
困
難

な
木
戸
で
は
な
く
大
久
保
が
す
わ
る
こ
と
に
な
り
、
大
隈
・
伊
藤
な
ど
か
っ
て
の
木
戸
派
の
中
心
人
物
が
大
久
保
の
も
と
で
開
化
政
策
を
進
め

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
政
府
の
主
滋
権
の
木
戸
派
よ
り
大
久
保
派
へ
の
変
化
は
、
た
ん
な
る
人
脈
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

政
策
的
変
化
、
開
化
路
線
の
内
部
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
重
大
な
政
策
的
変
化
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
大
久

保
政
権
の
政
策
展
開
の
問
題
と
し
て
別
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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the　investigatipn　gf　13nds，　c母11ed　feenchu検注，　and　the　othβr　was　to　erect

wooden　landmarks　ca11¢d． U碗二二on　the　b6rder．line　of　shoen．　The　former

was　i皿portant　untill　the　middle　of　the　13th　century　and　afterwards　the

latter　was　given皿ore　emphasis．　But　i烈the　middle　of　the　13th　century，

rifefeen　came　to　an　end．

　　The　definition　of　shoen　had　changed，　and　it　became　necessary　to　obtain

．an　e皿peror’s　or　retir合d　emperor’s．唐≠獅モ狽奄盾氏D　Additionaily，　shoen　organization

began　to　take　the　place　of　the　local　administrative　organization，　kofeuga

．二二，．When．they　set　up　shoen，　the　owners　did　not　send　thelr　own　mes一

’sengers，　instead　those　of　an　emperor　or　retired　emperor　went　to　the　spot

and　went　through　rifefeen　procedures　with　local　oMcers．　The　emperors

decided　the　territory　of　shoen　and　gave　many　kinds　of　special　rights；

・problems　within　the　shoen　were　left　to　the　owner．　The　shoen　systern

was　established　in　this’ 翌≠凵C　ahd　after　the　rriiddle　of　the　13th　century，　it

entered　a　new　stage．

，Proge＄s　of　the　PQIitical　Change　about　Debates

　　　　　　　　　on　the　Expedition　to　Korea

TAi〈AHAsHi　Hidenao

　　This　article　attempts　to　elucidate’the　actual　conditions．and　historical　sig－

nificance　of　the　political　changes　surrounding　the　debates　on　the　Expedi一

・tion’　to　Korea，・　an　isstte　which　has　recently　been　the　object　of　much　rese－

arch．

　　During　the　fifth　and　sixth　years　of　the　Meiji　period，　fierce　opposition　de－

veloped　between　those　ministries・which　attempted　to　enlarge　haphazardly

an．“enlightened　policy（開化政策）”in　order　to　modernize　rapid王y　and　the

Ministry－of　Finance，　controlled　by　the　Kido　group，　which　tried　to　restrict

this’policy．．　During　the　latter　of　the　fifth　year　of　the　Meiji，　except　for　the

Kido　group，　most　people　in　government　teBded　towards．　a　hard　line　tow－

ards　foreign　eounnies　and　came　to　advocate　an　expedition　to　Taiwan．

The　Ministry　of　Finance　firmly　opposed　this　tendency　and　prevented　the

expedition；　・In　the／governmental　reform　of　May，　the　sixth　year　of　the

Meiji　period，’　the　Kido　group’s　control　over　the　Ministry　of　Finance　was
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broken　by　Eto　Shinpei．　As　a　result，　this　brake　on　taking　a　hard　line

towards　foreign　countrjes　was　lost．　lt　was　under　these　conditions　that

the　Korean　issue　came　to　a　head，　and　the　government　decided　to　dispatcli

Takamori　Saigo，　a　man　extremely　likely　to　escalate　matters　to　war，　to

Korea　on　August　17th．

　　Mernbers　of　the　lwakura　M　lssion　such　as　lwakura　Tomomi，　Okubo

Toshimichi，　and　Kido　Takayoski　who　returned　frorn　abroad　opposed　the

Eto　group　and　hoped　to　reform　the　government．　The　lwakura　group　did

not　approve　of　sending　Saigo，　believing　that　domestic　affairs　should　be

given　first　priority　and　that　war　should　be　avoided，　ln　this　way，　the

opposition　between　the　two　groups　took　form　on　two　levels　of　a　struggle

for　power　and　a　policy　towards　Korea．　Thus，　in　August，　whether　or　not

to　approve　dispatching　Saigo，　who　had　been‘‘dedded　upon　informaily（内

決），”became　a　critical　issue　for　the　govemment．　When　Iwakura　had　retu－

rned　in　September，　the　government　was　faced　with・a　number　of　outstad－

ing　problems，　the　Korean　issue　being　only　one　of　them．　E［oweve！一　on

October　11，　Saigo　demallded　a　forエnal　decision　as　to　whether　ha　was　to

be　dispatched．　The　Korean　issue　ltaving　become　so　prominent，　there　arose

a　movement　towards　compromise　between　the　groups　to　avoid　sp！itting　the

party．

　　Because　of　Saigo’s　intransigence　in　the　cabinet　session　of　October　14th
’a’

獅п@15th，　compromise　was　not　possible・and　opposition　between　the　two

groups　became　absolute．　By　the　decision　of　Sanjo　Sanetomi，　Saigo　was

diSpatched　to　Korea．

　　Imrnediately　afetr　the　cabinet　session，　the　defeated　group　began　work　to

reverse　the．situation，　applying　pressure　to　Sanjo．　On　October　28th，　Sanjo

fe11　ill．　On　October　19th，　the　Eto　group－led　cabinerit　session　decided　to

hdld　a　cabinent　session　in　order　to　appoint　lwakura　to　aeting　Prime　Mini－

ster　ahd　to　discuss　the　Korean　issue　once　more．　・’However，　the　lwakura

group　secicetly　gained　the　Emperor’s　support，　man’eUvering　matters　to　the

clbSe　adVisors　of　the　Emperor．　一Iwakura　decided　not　to　discuss　the　issue

and　instead　addressed　a　memorial　directly　to　the　throne　in　which　he　obje－

cted－to　the　previotis　decision　reaclted　by’　the　cabinet．　ln　response，　on

October　22nd，　the　Eto　groups　cross－examined　lwakura，　but　he　did　not

change　his’opinioR：　Tlte　same　day，　lwakura　addressed　a　memorial　to　the

throne　which　was　approved　the　next　’day，　and　the　victory　of　the　lwakura

groUp’　was　clear．

　　The　rise　of　a　hard－line　stance　towards　foreign　couRtries　within　the　gove一
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rnnient　from　the　latter　half．of　the　fifth　year　of　the　Meiji　period　onwards

was　to　divert　the　discontent　of　various　social　strata　whiclt　had　emerged

from　the　forced　implementation　of　the　enlightned　policy．　ln　a　sense，　it

was　the　end　of　the　competition　for　enlightenment　begun　in　the　fourth

year　of　the　Meiji　era．　As　a　result　of　a　series　of　polkical　changes　in　the

sixth　year　of　the　Meiji　era，　the　Okubo　group　occupied　the　heart　of　the

government．　This　brought　an　end　to　the　control　of　the　Kido　group　in　the

administration　which　ltad　lasted　from　the　second　year　ef　the　Meiji　era　and

ushered　in　a　shift　in　political　initiative　from　the　Ol〈ubo　group　to　that　of

the　Kido　group．

Further　Argument　for　the　Theory　of　Taotie

Symbolizing　the　Di帝lmage

by

HAyAsHi　Minao

　　This　paper　strengthens　my　previously－published　hypothesis　that　the　tao－

tie　gett　（demon　mask）　on　Shang－Zhou　ritual・vessels　・was　the　image　of　di

帝the　highest　god　in　the　hevean．．The　paper　tekes　into　consideration　all

the　newly　available　lines　of　evidence，　including　the　iconography　of　Taiyi

太一who　was　the　lteavenly　highest　god　residing　in　Ursa　minor，　the“spa－

tula　”　on　the　forekead　of　taotie　mask，　components　of　the　pictograph　mean－

ing　di，and　the　meaning　of　lozenge　sign　on　taotie　mask．

　　1）　A　relationship　between　Taiyi　and　taotie　can　be　suspected　by　the・follo－

wing　observations．　A　western　Han　image　of　a　god　depicted　on　silk　with

inscription　“Taiyi”　（Fig．　1）　can　be　traced　back　to　・the　Warring　States

images　with　horRs　of・a　Similar　eype　（e．　g．　Fig．　2）．　The　author　identifies

these　godly’　images　（i．　e．　Taiyi’s　image）　with　the　human－faced　image　of　a

god　decorated　on　the　squareゴ勿g（tripod）found　in　Ningxiang　（Figほ0）．

The　major　space　of　the　ding　where　this　supposed　image　of　Taiyi　is　deco－

rated　is　usually　occupied　by　taotie，　thereby　suggesting　that　taotie　can　be　re－

presented　as　di．　ln　this　sense，　it　is　also　important　to　Rote　that　the　legend－

ary　Dishun帝舜（heavenly　god　Shun）has　double　pupils　and　it　can　be　iden・

tified　with　’ 狽≠b狽奄?　masks　with　double’　pupils　on　large　broze　bells　of　the
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